
第６回唐松地域共生協議会 各年度協議事項一覧
１ー① 事業名

件名

区分
進捗状況

事業概要

協議事項

特記

唐津市 玄海町 唐津市 玄海町 唐津市 玄海町 唐津市 玄海町 唐津市 玄海町
現在、唐津Ｑサバの種苗生産は、
県の協力も得ながら市が行ってい
る。種苗生産から成魚までの生残
率が低いため、改善に向けて九州
大学との共同研究を行っている。
　唐津Ｑサバの価値を守るため、
生産マニュアルに沿った養殖が求
められる。

新型コロナの影響等もあり、漁業
者には厳しい状況が続くなか、本
町の養殖業者も減少しており、真
鯛に代わる新たな魚種として、唐
津Ｑサバの可能性を検討して行き
たい。

現在、唐津Ｑサバの種苗生産は、
県の協力を得ながら市が行ってい
る。種苗生産から成魚までの生残
率が低いため、改善に向けて九州
大学との共同研究を行っている。
唐津Ｑサバの価値を守るため、生
産マニュアルに沿った養殖が求め
られる。

新型コロナの影響等もあり、漁業
者には厳しい状況が続く中、本町
の養殖業者も減少しており、マダ
イに代わる新たな魚種として、唐
津Ｑサバの可能性を検討していき
たい。

現在、唐津Ｑサバの種苗生産は、
県の協力も得ながら市が行ってい
る。種苗生産から成魚までの生残
率が低いため、改善に向けて九州
大学との共同研究を行っている。
　唐津Ｑサバの価値を守るため、
生産マニュアルに沿った養殖が求
められる。

新型コロナの影響等もあり、漁業
者には厳しい状況が続くなか、本
町の養殖業者も減少しており、真
鯛に代わる新たな魚種として、唐
津Ｑサバの可能性を検討して行き
たい。

玄海町内の養殖事業者より、唐津
Ｑサバ養殖の希望があったが、佐
賀玄海漁協との協議が整わず見送
りとなった。
　唐津Ｑサバ養殖事業者の拡大に
向け、努力したい。

特に意見なし 玄海町内の養殖事業者より、唐津
Ｑサバ養殖の希望があったが、佐
賀玄海漁協との協議が整わず見送
りとなった。
唐津Ｑサバ養殖事業者の拡大に向
け、努力したい。

特に意見なし

課題・懸案

協議すべき事項

協議会意見

総括

意見

R3 R4 R5 R6

現在の養殖事業者４人
　佐賀玄海漁協所属３人（うち１人は波多津支所）、外津漁協所属１
人

現在の養殖事業者３人
　佐賀玄海漁協所属２人（うち１人は波多津支所）、外津漁協所属１
人

在の養殖事業者３人
　佐賀玄海漁協所属２人（うち１人は波多津支所）、外津漁協所属１
人

現在の養殖事業者４人
　佐賀玄海漁協所属３人（うち１人は波多津支所）、外津漁協所属１
人

「唐津Ｑサバ」の知名度が高まりつつあるなか、養殖魚種として唐津
市と玄海町でともに養殖業者への支援の取り組みを支援することで、
生産量を増やし、漁業経営の安定化等の効果が見込まれる。

「唐津Ｑサバ」の知名度が高まりつつあるなか、養殖魚種として唐津
市と玄海町でともに養殖業者への支援の取り組みを支援することで、
生産量を増やし、漁業経営の安定化等の効果が見込まれる。

養殖事業者の拡大には、安定した種苗生産数（目標100,000尾以上）の
確保が必要。
（種苗生産実績　Ｒ２：32,000尾、Ｒ３：86,000尾、Ｒ４：32,500
尾）

養殖事業者の拡大には、安定した種苗生産数（目標100,000尾以上）の
確保が必要。
（種苗生産実績　Ｒ２：32,000尾、Ｒ３：86,000尾、Ｒ４：32,500
尾、Ｒ５：131,400尾）

唐津Ｑサバ養殖事業者の拡大 唐津Ｑサバ養殖事業者の拡大 唐津Ｑサバ養殖事業者の拡大

玄海町長：玄海町の漁業も後継者不足で衰退しつつある、唐津Qサバの
連携ができるとありがたい。逆に玄海町は九州大学と薬草研究所を
やっている。
薬草研究所を連携の中に入れてもらって、お茶などの商品開発をして
いる。連携してQサバと同じようにできることがあれば良いかなと考え
ている
唐津市長：サバの問題や薬草、ミシマサイコ茶は地域に商社を立ち上
げられ、玄海町で取り組まれている。このような取り組みは一緒に販
売協力ができれば良いと思う。

「唐津Ｑサバ」は、これまでのＰＲ効果で知名度が高まり、養殖魚種
としての魅力も向上している。唐津市・玄海町で「唐津Ｑサバ」養殖
への取組みを支援することで、生産量を増やして販売力を強化すると
ともに、漁家を継がせたいと思える漁業経営及び新たに唐津・玄海地
区での漁業就業を希望する者へのアピールにつなげることができない
か、引き続き意見交換を行う。

「唐津Ｑサバ」は、これまでのＰＲ効果で知名度が高まり、養殖魚種
としての魅力も向上している。唐津市・玄海町で「唐津Ｑサバ」養殖
への取組みを支援することで、生産量を増やして販売力を強化すると
ともに、漁家を継がせたいと思える漁業経営及び新たに唐津・玄海地
区での漁業就業を希望する者へのアピールにつなげることができない
か、引き続き意見交換を行う。

「唐津Ｑサバ」は、これまでのＰＲ効果で知名度が高まり、養殖魚種
としての魅力も向上している。唐津市・玄海町で「唐津Ｑサバ」養殖
への取組みを支援することで、生産量を増やして販売力を強化すると
ともに、漁家を継がせたいと思える漁業経営及び新たに唐津・玄海地
区での漁業就業を希望する者へのアピールにつなげることができない
か、引き続き意見交換を行う。

①唐津Ｑサバの種苗生産が低調であり、十分な量が確保できていな
い。
②唐津Ｑサバ以外の魚種の新規開発が玄海町から提案できる体制の構
築（唐津市水産業活性化支援センターの活用）
③種苗生産において、餌代や電気料が高騰し経費が増加している。
④唐津Ｑサバ種苗生産を安定した供給を確保する必要があるが、引き
続き養殖業者の拡大を図るため、養殖生簀などの施設整備に対する支
援で水産業振興策を図れないか。

・唐津Ｑサバ養殖事業者　４人【佐賀玄海漁協所属３人（うち１人は
波多津支所）、外津漁協所属１人】
・養殖事業者の拡大には、安定した種苗生産数（目標100,000尾以上）
の確保が必要である。種苗生産実績　Ｒ２：32,000尾、Ｒ３：86,000
尾、Ｒ４：32,500尾
≪部外秘≫
・唐津Ｑサバの養殖は佐賀玄海漁業協同組合の組合員、かつ、唐津Ｑ
サバ会の会員のみ。
・唐津Ｑサバ会（立ち上げ段階の関係者）には、玄海町の漁協組合員
は新たに参入ができない。
・玄海町の漁協組合員による養殖は、佐賀玄海漁業協同組合内での検
討を要する。（行政の介入は難しい）

特になし 特になし

養殖事業者の拡大に向け関係団体との協議を進めたが、養殖事業への新規参入のハードルが高いことが判明し実施には至っていない。引き続き漁場環境改善と合わせ、販売促進と生産者拡大について協議を進めることとしている。

唐津Ｑサバ広報宣伝による販売促進対策支援

新規提案
速やかに協議開始

共同事業 共同事業 共同事業 共同事業
検討中

令和５年度に協議があった玄海町の養殖事業者は佐賀玄海漁協の組合
員ではないため唐津Ｑサバの養殖は実施できなかった。
佐賀玄海漁協との協議の結果、唐津Ｑサバの養殖は佐賀玄海漁協の組
合員で唐津Ｑサバ会の会員であることが必要である。
唐津Ｑサバ会に入会するために佐賀玄海漁協組合員になるハードルが
高い。
唐松共生会議でのＱサバ養殖業者拡大の進展が見出せることが乏しい
ことから、漁場環境改善に舵をきったが、玄海町との共通認識として
Ｑサバ生産者拡大、Ｑサバ販売促進について引き続き行うこととして
いる。またＱサバの課題を共生会議に残すこととし玄海町とも再協議
をする。

令和５年度に協議があった玄海町の養殖事業者は佐賀玄海漁協の組合
員ではないため唐津Ｑサバの養殖は実施できなかった。
佐賀玄海漁協との協議の結果、唐津Ｑサバの養殖は佐賀玄海漁協の組
合員で唐津Ｑサバ会の会員であることが必要である。
唐津Ｑサバ会に入会するために佐賀玄海漁協組合員になるハードルが
高い。
唐松共生会議でのＱサバ養殖業者拡大の進展が見出せることが乏しい
ことから、漁場環境改善に舵をきったが、玄海町との共通認識として
Ｑサバ生産者拡大、Ｑサバ販売促進について引き続き行うこととして
いる。
またＱサバの課題を共生会議に残すこととし玄海町とも再協議をす
る。

なし

現在の養殖事業者４人
　佐賀玄海漁協所属３人（うち１人は波多津支所）、外津漁協所属１
人

養殖事業者の拡大には、安定した種苗生産数（目標100,000尾以上）の
確保が必要。
（種苗生産実績　Ｒ２：32,000尾、Ｒ３：86,000尾、Ｒ４：32,500
尾、Ｒ５：131,400尾、Ｒ６：65,500尾、Ｒ７：95,000尾）

資料② 各年度協議状況一覧

R7

「唐津Ｑサバ」は、これまでのＰＲ効果で知名度が高まり、養殖魚種
としての魅力も向上している。唐津市・玄海町で「唐津Ｑサバ」養殖
への取組みを支援することで、生産量を増やして販売力を強化すると
ともに、漁家を継がせたいと思える漁業経営及び新たに唐津・玄海地
区での漁業就業を希望する者へのアピールにつなげることができない
か、引き続き意見交換を行う。

　「唐津Ｑサバ」は、これまでのＰＲ効果で知名度が高まり、養殖魚
種としての魅力も向上している。唐津市・玄海町で「唐津Ｑサバ」養
殖への取組みを支援することで、生産量を増やして販売力を強化する
とともに、漁家を継がせたいと思える漁業経営及び新たに唐津・玄海
地区での漁業就業を希望する者へのアピールにつなげることができな
いか、引き続き意見交換を行う。

検討中 検討中 検討中

唐津Ｑサバ広報宣伝による販売促進対策支援 唐津Ｑサバ広報宣伝による販売促進対策支援
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１ー② 事業名

件名

区分
進捗状況

事業概要

協議事項

特記

唐津市 玄海町 唐津市 玄海町 唐津市 玄海町 唐津市 玄海町 唐津市 玄海町
少子高齢化や農業所得の減少によ
り農業後継者が減少するなか、上
場地域の農業振興のため、当該更
新事業に取り組む受益農家の確保
が課題となってくるもの。

近年の異常気象や新型コロナの影
響もあり、農業所得が減少し、農
業には厳しい情勢が続くなか、上
場地域における農業を振興するた
め、受益面積（一定地域）や担い
手の確保が課題となってくる。

次期国営事業着工に向けた各種調
整（受益面積、水利権、営農計画
など）が必要である。

次期国営事業着工に向けた各種調
整（受益面積、水利権、営農計画
など）が必要である。

少子高齢化や農業所得の減少によ
り農業後継者が減少するなか、上
場地域の農業振興のため、当該更
新事業に取り組む受益農家の確保
が課題となってくるもの。

近年の異常気象や新型コロナの影
響もあり、農業所得が減少し、農
業には厳しい情勢が続くなか、上
場地域における農業を振興するた
め、受益面積（一定地域）や担い
手の確保が課題となってくる。

次期国営事業着工に向けた各種調
整（受益面積、水利権、営農計画
など）が必要である。

次期国営事業着工に向けた各種調
整（受益面積、水利権、営農計画
など）が必要である。

次期国営事業着工に向けた各種調
整（受益面積、水利権など）が必
要である。

次期国営事業に向けた各種調整
（受益面積、同意徴収など）が必
要である。

課題・懸案

協議すべき事項

協議会意見

総括

なし

R7

国営かんがい排水事業で整備された農業用ダム、揚水機場等の施設・
設備の施設更新計画及び営農計画等を協議・検討するため、上場地区
土地改良事業推進協議会の検討内容に関する情報共有を継続する。

国営かんがい排水事業で整備された農業用ダム、揚水機場等の施設・
設備の施設更新計画及び営農計画等を協議・検討するため、上場地区
土地改良事業推進協議会の検討内容に関する情報共有を継続する。

令和５年度に国から概算事業費が算定され、自治体と土地改良区の負
担割合が示される。その後、事業の説明会が開催され、年度内には事
業着工について、決議の同意取得に向けた調整が行われる予定。

令和５年度に国から概算事業費が算定され、自治体と土地改良区の負
担割合が仮決定。今後、事業計画の精査が実施されるとともに、事業
の説明会が開催され、年度内に事業着工の仮合意が上場地区土地改良
事業推進協議会及び上場土地改良区で得られる予定。

令和５年度に国から概算事業費が算定され、自治体と土地改良区の負
担割合が仮決定。今後、事業計画の精査が実施されるとともに、事業
の説明会が開催され、年度内に事業着工決議が上場地区土地改良事業
推進協議会及び上場土地改良区で行われる。

事務委託
進行中 進行中 進行中 進行中

干ばつ常襲地帯であった上場地区において、国営かんがい排水事業に
より整備された農業用ダム、揚水機場等の施設・設備が更新時期を迎
えるにあたり、施設更新計画及び営農計画等を協議・検討するため、
唐津市、玄海町、九州農政局、佐賀県、唐津農業協同組合、上場土地
改良区等により組織された上場地区土地改良事業推進協議会の検討内
容に関する情報共有を継続する。

上場地域農業開発事業 上場地域農業開発事業

上場地域農業開発事業について

R3 R4 R5

上場地域農業開発事業

R6

現在、唐津市と玄海町の負担割合は、平等割８％、受益面積割９２％
となっているが、次期国営事業の受益面積は、４，２１７ha から３，
２０２ha に減少する見込みであり、負担割合の協議が必要。

意見

事務委託 事務委託 事務委託 事務委託

干ばつ常襲地帯であった上場地区において、国営かんがい排水事業に
より整備された農業用ダム、揚水機場等の施設・設備が更新時期を迎
えるにあたり、施設更新計画及び営農計画等を協議・検討するため、
唐津市、玄海町、九州農政局、佐賀県、唐津農業協同組合、上場土地
改良区等により組織された上場地区土地改良事業推進協議会の検討内
容に関する情報共有を継続する。

干ばつ常襲地帯であった上場地区において、国営かんがい排水事業に
より整備された農業用ダム、揚水機場等の施設・設備が更新時期を迎
えるにあたり、施設更新計画及び営農計画等を協議・検討するため、
唐津市、玄海町、九州農政局、佐賀県、唐津農業協同組合、上場土地
改良区等により組織された上場地区土地改良事業推進協議会の検討内
容に関する情報共有を継続する。

干ばつ常襲地帯であった上場地区において、国営かんがい排水事業に
より整備された農業用ダム、揚水機場等の施設・設備が更新時期を迎
えるにあたり、施設更新計画及び営農計画等を協議・検討するため、
唐津市、玄海町、九州農政局、佐賀県、唐津農業協同組合、上場土地
改良区等により組織された上場地区土地改良事業推進協議会の検討内
容に関する情報共有を継続する。

干ばつ常襲地帯であった上場地区において、国営かんがい排水事業に
より整備された農業用ダム、揚水機場等の施設・設備が更新時期を迎
えるにあたり、施設更新計画及び営農計画等を協議・検討するため、
唐津市、玄海町、九州農政局、佐賀県、唐津農業協同組合、上場土地
改良区等により組織された上場地区土地改良事業推進協議会の検討内
容に関する情報共有を継続する。

特になし なし

資料② 各年度協議状況一覧

上場地区土地完了事業推進協議会の検討内容に関する情報共有や協議を行うことで、市町が抱える課題や懸案の解決に向けた協議、次期国営事業に対する改良区の負担割合や事業実施に向けた合意につながった。また、担当者での情報共有、協議等の定例会の随時開催につながっている。

上場地域農業開発事業 上場地域農業開発事業

別途、首長が出席する上場地区土地改良事業推進協議会において、課
題解決・対応等を検討していく。
≪上場地区土地改良事業推進協議会≫
現在、次期国営事業着工に向けて国が令和3 年度より地区調査業務
（R6 まで）を実施しており、事業計画書の策定に向けて、今後、各種
調査の中から抽出される当該地区の各種課題（受益面積、水利権、営
農計画
など）について解決のための協議を行っていく。

　別途、首長が出席する上場地区土地改良事業推進協議会において、
課題解決・対応等を検討していく。
≪上場地区土地改良事業推進協議会≫
・次期国営事業の事業費並びに市町及び改良区の負担割合について
本年１０月下旬までに事業費が概定され、併せて市町及び改良区の負
担割合について仮合意予定。
・地元説明について
　本年１０月下旬に土地改良区理事向けの事業説明を開始予定であ
り、Ｒ６年３月の改良区総代会で事業説明を実施予定。また、本協議
会においてもＲ６年２月に次期国営事業の着工決議の同意を得る予
定。
　※土地改良法に基づく同意はＲ７中に徴集予定で２/３の同意が必
要。
・今後スケジュール
　国による調査はＲ６年度まで実施され、Ｒ７から全体実施設計、Ｒ
８から事業着工となる見込み

　別途、首長が出席する上場地区土地改良事業推進協議会において、
課題解決・対応等を検討していく。
≪上場地区土地改良事業推進協議会≫
・次期国営事業の事業費並びに市町及び改良区の負担割合について
市町及び改良区の負担割合についてＲ５.１１仮合意。また本年３月に
概算事業費が国より提示された。
・地元説明について
　本年度から土地改良区理事向けの事業説明を開始予定であり、Ｒ７
年２月に協議会で事業着工前の仮合意、同年３月に改良区総代会で仮
合意を得る予定。
　※土地改良法に基づく同意はＲ８中に徴集予定で２/３以上の同意が
必要。
・今後スケジュール
　国による調査はＲ７年度まで実施され、Ｒ８から全体実施設計、Ｒ
９から事業着工となる見込み

別途、首長が出席する上場地区土地改良事業推進協議会において、課
題解決・対応等を検討していく。
≪上場地区土地改良事業推進協議会≫
・次期国営事業の事業費並びに市町及び改良区の負担割合について
市町及び改良区の負担割合についてＲ５年１１月仮合意。また、概算
事業費が国より提示された。
・今後のスケジュール
Ｒ７年７月に市、町、改良区に事業実施の意向確認が行われた。
Ｒ８年２月に協議会で事業着工決議、同年３月に改良区総代会で着工
決議予定。
Ｒ８から全体実施設計、Ｒ９から事業着工となる見込み
土地改良法に基づく同意はＲ８中に徴集予定で２/３以上の同意が必
要。
現在、同意徴集に必要な３条資格者の整理作業を行っている。
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１ー③ 事業名

件名

区分
進捗状況

事業概要

協議事項

特記

唐津市 玄海町 唐津市 玄海町 唐津市 玄海町 唐津市 玄海町 唐津市 玄海町
現在、捕獲従事者の高齢化率が
57.3%となっており、今後も上昇を
続ける見込み。

現在、捕獲従事者の高齢化率が
71.4%となっており、今後も上昇を
続ける見込み。

唐津地域有害鳥獣広域駆除対策協
議会での共同事務を継続する必要
がある。

唐津地域有害鳥獣広域駆除対策協
議会での共同事務を継続する必要
がある。

現在、捕獲従事者の高齢化率(65歳
以上が占める割合)が58.1%となっ
ており、今後も上昇を続ける見込
み。
唐津市：186人うち65歳以上108人

現在、捕獲従事者の高齢化率が
71.4%となっており、今後も上昇を
続ける見込み。

唐津地域有害鳥獣広域駆除対策協
議会において共同事業を継続する
必要がある。

唐津地域有害鳥獣広域駆除対策協
議会において共同事業を継続する
必要がある。

唐津地域有害鳥獣広域駆除対策協
議会において共同事業を継続する
必要がある。

唐津地域有害鳥獣広域駆除対策協
議会において共同事業を継続する
必要がある。
・捕獲後の処分の負担感が強く、
省力化に向け、共同処理施設など
の検討する必要がある。

課題・懸案

協議すべき事項

協議会意見

総括
　広域的な被害が深刻となっている有害鳥獣等の駆除及び被害防除について、協議会を主体とし、市町連携した農作物の被害対策が図られた。
　現在は、捕獲従事者の高齢化や捕獲後の処理対策などの課題について、引き続き検討している。

有害鳥獣被害防止対策として実施してきた侵入防止柵で、耐用年数の
終期を迎えるものが今後増加してくるため、設備の更新又は防護すべ
き農地の再編等の検討が必要な地域が見込まれる。

事務事業は共同で行っているが、有害鳥獣の捕獲については各自治体
が事業を実施。

事務事業は共同で行っているが、有害鳥獣の捕獲については各自治体
が事業を実施。

なし

実施中 実施中

有害鳥獣被害防止対策事業

R3 R4 R5 R6 R7

有害鳥獣対策連携事業 有害鳥獣被害防止対策事業 有害鳥獣対策連携事業 有害鳥獣対策連携事業 有害鳥獣対策連携事業

共同事業

資料② 各年度協議状況一覧

意見

共同事業 共同事業 共同事業 共同事業

広域的な被害が深刻となっている有害鳥獣等の駆除及び被害防除につ
いて、唐津地域鳥獣被害防止計画（令和２年度制定）に基づき、市域
をまたいだ駆除体制の方針を確立させることで、農作物の被害防止と
民生の安定を図ることを目的とする。また、有害鳥獣広域駆除対策に
対する抜本的な体制等の構築について検討する。

広域的な被害が深刻となっている有害鳥獣等の駆除及び被害防除につ
いて、唐津地域鳥獣被害防止計画（令和２年度制定）に基づき、市域
をまたいだ駆除体制の方針を確立させることで、農作物の被害防止と
民生の安定を図ることを目的とする。また、有害鳥獣広域駆除対策に
対する抜本的な体制等の構築について検討する。

有害鳥獣被害防止対策として実施してきた侵入防止柵で、耐用年数の
終期を迎えるものが今後増加してくるため、設備の更新又は防護すべ
き農地の再編等の検討が必要な地域が見込まれる。

有害鳥獣被害防止対策として実施してきた侵入防止柵で、耐用年数の
終期を迎えるものが今後増加してくるため、設備の更新又は防護すべ
き農地の再編等の検討が必要な地域が見込まれる。

広域的な被害が深刻となっている有害鳥獣等の駆除及び被害防除につ
いて、唐津地域鳥獣被害防止計画（令和２年度制定）に基づき、市域
をまたいだ駆除体制の方針を確立させることで、農作物の被害防止と
民生の安定を図ることを目的とする。
　また、有害鳥獣広域駆除対策に対する抜本的な体制等の構築につい
て検討する。

　広域的な被害が深刻となっている有害鳥獣等の駆除及び被害防除に
ついて、唐津地域鳥獣被害防止計画（令和２年度制定）に基づき、市
域をまたいだ駆除体制の方針を確立させることで、農作物の被害防止
と民生の安定を図ることを目的とする。
　また、有害鳥獣広域駆除対策に対する抜本的な体制等の構築につい
て検討する。

広域的な被害が深刻となっている有害鳥獣等の駆除及び被害防除につ
いて、唐津地域鳥獣被害防止計画（令和２年度制定）に基づき、市域
をまたいだ駆除体制の方針を確立させることで、農作物の被害防止と
民生の安定を図ることを目的とする。
　また、有害鳥獣広域駆除対策に対する抜本的な体制等の構築につい
て検討する。

広域的な被害が深刻となっている有害鳥獣等の駆除及び被害防除につ
いて、唐津地域鳥獣被害防止計画（令和４年度制定３ヶ年計画）に基
づき、市域をまたいだ駆除体制の方針を確立させることで、農作物の
被害防止と民生の安定を図ることを目的とする。
　また、有害鳥獣広域駆除対策に対する抜本的な体制等の構築につい
て検討する。

実施中 実施中

広域的な被害が深刻となっている有害鳥獣等の駆除及び被害防除につ
いて、唐津地域鳥獣被害防止計画（令和４年度制定３ヶ年計画）に基
づき、市域をまたいだ駆除体制の方針を確立させることで、農作物の
被害防止と民生の安定を図ることを目的とする。
　また、有害鳥獣広域駆除対策に対する抜本的な体制等の構築につい
て検討する。

玄海町長：農業者への駆除対策の補助率について唐津市と協議する必
要がある。
唐津市長：唐津市の組織の単一化が図れていない。旧郡部の組織体制
のまま。高齢化などの課題もあり組織体制の強化の時期に来ている

唐津市長：有害鳥獣の共同処理施設ができないか。事業のブランドに
も活用できるのでは。
玄海町長：猟師組合に確認すると焼却炉が必要とされた。処分には場
所も費用も掛かる。共同で行えれば。

唐津地域有害鳥獣広域駆除対策協議会が主体となり、国庫事業や県単
事業を活用し、イノシシ対策やサル対策、アナグマなど中型獣類対
策、鳥類対策を実施し、有害鳥獣による農林作物の被害防止を図っ
た。
今後も関係機関と連携した総合的な対策を講じる体制を維持していく
必要がある。
また、捕獲従事者の高齢化が課題であるが、唐津地域有害鳥獣広域駆
除対策協議会で課題解決・対応等を検討していく。

・唐津地域有害鳥獣広域駆除対策協議会が主体となり、国庫事業や県
単事業を活用し、イノシシ対策やサル対策、アナグマなど中型獣類対
策、鳥類対策を実施し、有害鳥獣による農林作物の被害防止を図っ
た。
・有害鳥獣被害防止対策として実施してきた侵入防止柵で、耐用年数
の終期を迎えるものが今後増加してくるため、補助事業の更新又は防
護すべき農地の再編等の検討が必要な地域が見込まれる。
・既存の侵入防止柵等の維持管理について事業実施集落が適切な維持
管理を継続できる体制づくりが必要である。
・捕獲従事者の高齢化が課題であるが、唐津地域有害鳥獣広域駆除対
策協議会で課題解決・対応等を検討していく。

・唐津地域有害鳥獣広域駆除対策協議会が主体となり実施している防
護施設の整備事業について、農閑期に一斉に資機材を配布している
が、早期受取りを希望する農家には前倒しで配布することが可能か検
討を行う。
・今後、捕獲したイノシシの埋却地不足が懸念されるため対策を検討
する必要がある。
・玄海町との共同処理についても今後議論をしていきたい。
【参考事例】捕獲したイノシシを整備した保冷庫で一時保存し、家畜
を焼却処分する業者と業務委託契約を締結し焼却処分している。（有
田町）ただし、唐津市及び玄海町で野生イノシシの豚熱感染が確認さ
れており、発生場所から１０キロ圏内の野生イノシシは圏外への持ち
出しが規制されている。
・唐津市及び玄海町で発生している野生イノシシの豚熱感染対策につ
いては県の担当課及び猟友会唐津支部・相知支部ともに連携を図り対
応する。

・今後、捕獲したイノシシの埋却地不足が懸念されるが、野生イノシ
シの豚熱感染により、感染区域外への持ち出しが制限されるため、区
域内での処理対策を検討する必要がある。

特になし なし なし
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１ー④ 事業名

件名

区分
進捗状況

事業概要

協議事項

特記

唐津市 玄海町 唐津市 玄海町 唐津市 玄海町 唐津市 玄海町 唐津市 玄海町
現在、水産多面的機能発揮対策事
業で藻場保全（ウニ類の食害生物
の除去）を市内の活動組織が行っ
ている。一定の効果があるが、更
なる藻場の保全、創造が必要であ
る。

現在、水産多面的機能発揮対策事
業で藻場保全（ウニ類の食害生物
の除去）を町内の活動組織が行っ
ている。駆除道具の購入の補助を
行っている。

現在、水産多面的機能発揮対策事
業で藻場保全（ウニ類の食害生物
の除去）を市内の活動組織が行っ
ている。一定の効果があるが、更
なる藻場の保全、創造が必要であ
る。水産多面的事業の強化及び県
水産課によるガンガゼバスターズ
の活用を行っていく。

現在、水産多面的機能発揮対策事
業で藻場保全（ウニ類の食害生物
の除去）を町内の活動組織が行っ
ている。駆除道具の購入の補助を
行っている。水産多面的事業を活
用するとともに、駆除方法につい
ても佐賀県事業のガンガゼバス
ターズの状況を確認しながら、よ
り効率的で効果的な駆除方法の検
討を行う。

課題・懸案

協議すべき事項

協議会意見

総括

地球温暖化や食害などにより藻場が減少し、生物多様性の損失、漁業
資源の減少など、様々な問題を引き起こしているため、関係機関（行
政、漁業者、研究者、市民など）が連携して取り組む必要がある。

地球温暖化や食害などにより藻場が減少し、生物多様性の損失、漁業
資源の減少など、様々な問題を引き起こしているため、関係機関（行
政、漁業者、研究者、市民など）が連携して取り組む必要がある。

R7

藻場の保全・創造事業

R3 R4 R5 R6

共同事業 共同事業

藻場の保全・創造事業 藻場の保全・創造事業

新規

新規　検討開始 検討開始

藻場は、幼稚魚の保護育成場、魚類の生息場、餌場、隠れ場などの豊
かな生態系を育む機能を有するほか、光合成により海中に溶け込んだ
二酸化炭素を吸収するなど環境保全の場としても非常に重要な役割を
有しており、水産資源の回復を図るためには藻場の保全・創造を推進
することが重要であるため唐津・玄海地区での藻場の保全・創造につ
いて、意見交換を行う。

地球温暖化や食害などにより藻場が減少し、生物多様性の損失、漁業
資源の減少など、様々な問題を引き起こしているため、関係機関（行
政、漁業者、研究者、市民など）が連携して取り組む必要がある。

意見

・藻場等の漁場環境状況把握
・将来の子どもに藻場の大切さを伝える取組み
・獲る漁業から育てる漁業に変わりつつある中、磯根資源が育つ藻場
再生が必要
・食害生物対策

水産資源の回復を目的に、藻場の保全・創造を推進するため市町並びに関係機関との意見交換を行い、水産多面的事業の実施、強化を目的とした取り組みに繋がった。現在はそれぞれの市町の各組織で活動を実施しているため、今後共同でできるものがないか検討していく。
活動組織数（唐津市 １１組織、玄海町 ２組織）

資料② 各年度協議状況一覧

玄海町長：企業立地の観点の話から、ウニの要職のための藻場造成と
いうよりも、陸上養殖の話が出た。

・藻場等の漁場環境状況把握
・将来の子どもに藻場の大切さを伝える取組み
・獲る漁業から育てる漁業に変わりつつある中、磯根資源が育つ藻場
再生が必要
・食害生物対策
・環境部局、教育機関との連携、海藻種苗の配布検討
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１ー　 事業名

件名

区分
進捗状況

事業概要

協議事項

特記

唐津市 玄海町 唐津市 玄海町 唐津市 玄海町 唐津市 玄海町 唐津市 玄海町
ＪＡが施設の老朽化や更新等に関
連にする統廃合等を希望する案件
があった場合に、協議していきた
い。

年に数回、情報交換・共有する場
をつくり、課題解決した方がよ
い。

農業施設（共同乾燥施設、選果
場）は、ＪＡの施設であるため、
ＪＡの意向を聴く必要がある。

その他であるが、農林水産業全般
で、情報交換・共有する場があっ
ても良いのではないか。

右記に同じく、ＪＡが要望する案
件が出たところで、協議すべきと
考える。
　現在、ＪＡからの要望が届いて
いない。

地域内の農業施設（共同乾燥施
設、選果場等）は、全てＪＡ所有
の施設である。
ＪＡが要望する案件が出たところ
で、協議すべきと考える。

課題・懸案

協議すべき事項

協議会意見

総括

上場地域における農業施設（共同乾燥施設、選果場等）の老朽施設の
更新等に備え、生産者支援の側面から自治体間における機能診断、劣
化予測等の情報を共有することで、自治体として適切な対策工法等の
検討が可能となることから、上場地域における農業施設のストックマ
ネジメントについて調査研究するもの

上場地域における農業施設（共同乾燥施設、選果場等）の老朽施設の
更新等に備え、生産者支援の側面から自治体間における機能診断、劣
化予測等の情報を共有することで、自治体として適切な対策工法等の
検討が可能となることから、上場地域における農業施設のストックマ
ネジメントについて調査研究するもの。

唐津市と玄海町の農家が共同で使用している農業施設において、老朽
化などにより対応が必要なものはなく、状況に応じて施設の所有者で
あるＪＡからつより協議が行われるため、現状として対応が必要なも
のはない。

現在のところ、市及び玄海町に渡るＪＡの施設整備については、整っ
ている状況である。要望がなされた場合は審議すべき事項であるが、
現状、案件がないため協議事項からは除外したい。なお、代わりの協
議事項として、水産業における「藻場の保全・創造事業」を新たに検
討していく。

R7

ストックマネジメント等施設検討に関する連携事業について

R3 R4 R5 R6

新規提案 共同事業 共同事業 共同事業

ストックマネジメント等施設検討に関する連携事業 ストックマネジメント等施設検討に関する連携事業 　ストックマネジメント等施設検討に関する連携事業 ストックマネジメント等施設検討に関する連携事業について

協議項目から除外とする

検討済み　除外

上場地域における農業施設（共同乾燥施設、選果場等）の老朽施設の
更新等に備え、生産者支援の側面から自治体間における機能診断、劣
化予測等の情報を共有することで、自治体として適切な対策工法等の
検討が可能となることから、上場地域における農業施設のストックマ
ネジメントについて調査研究するもの

上場地域における農業施設（共同乾燥施設、選果場等）の老朽施設の
更新等に備え、生産者支援の側面から自治体間における機能診断、劣
化予測等の情報を共有することで、自治体として適切な対策工法等の
検討が可能となることから、上場地域における農業施設のストックマ
ネジメントについて調査研究するもの

上場地域における農業施設（共同乾燥施設、選果場等）の老朽施設の
更新等に備え、生産者支援の側面から自治体間における機能診断、劣
化予測等の情報を共有することで、自治体として適切な対策工法等の
検討が可能となることから、上場地域における農業施設のストックマ
ネジメントについて調査研究するもの

　上場地域における農業施設（共同乾燥施設、選果場等）の老朽施設
の更新等に備え、生産者支援の側面から自治体間における機能診断、
劣化予測等の情報を共有することで、自治体として適切な対策工法等
の検討が可能となることから、上場地域における農業施設のストック
マネジメントについて調査研究するもの。

協議事項から除外

意見

特になし 　唐津市と玄海町の農家が共同で使用している農業施設は所有者がＪ
Ａからつであり、老朽化などにより対応が必要な場合は状況に応じて
協議が行われる。
※ＪＡからの要望により審議すべき事項であるため、案件が出た場合
に進捗等を課題として上げる。　（それまでは状況の共有に努める）
≪対象施設≫
上場選果場、上場玉葱選果場、上場いちごパッケージセンター、上場
中部地区共乾施設

現在のところ、市及び玄海町におけるＪＡの施設整備については、
整っている状況である。
要望がなされた場合は審議すべき事項であるが、現状、案件がないた
め協議事項から除外したい。
なお、代わりの協議事項として水産業における「藻場の保全・創造事
業」を新たに検討していきたいと考える。

上場地域における農業施設の老朽施設の更新等に備え、生産者支援の側面から情報共有し、農業施設のストックマネジメントについて調査研究したが、
ＪＡからの要望により審議すべき事項が出る形になっており、市と玄海町に渡るＪＡの施設整備については現在整っていることから、令和７年度から分科会において協議事項から除外した。

資料② 各年度協議状況一覧

特になし なし なし

協議事項から除外について承知

速やかに協議開始 検討中 検討中
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２－① 事業名

件名

区分
進捗状況

事業概要

協議事項

特記

唐津市 玄海町 唐津市 玄海町 唐津市 玄海町 唐津市 玄海町 唐津市 玄海町
事業コンセプトと上場エリアの資
源が合致していることもあり、エ
リアとしての魅力やストーリー性
を際立たせるためにも、共同で取
り組むことが望ましい。

「マリンアクティビティ」など、
観光客にとっては、市町村区域は
関係がないものであるため、共同
でできるものは、一緒に取組んで
いくことが望ましい。

「肥前名護屋城活用推進費」の令
和4 年度の主な実施状況（予定を
含む） 予算額：25,483 千円
・肥前名護屋城にゆかりのある地
から物産品を集めた特産フェアを
開催（6 月、7 月、8 月、10 月）
・肥前名護屋城にゆかりのある武
将隊を招聘（6 月、7 月、8 月、
11月）
・サムライ合戦全国大会in 肥前名
護屋城の開催（7/30、31）
・VR 体験アプリを活用した謎解き
イベントの開催（7/30～8/31）
・お城フェス（8/12～14）、お城
ＥＸＰＯ2022（12/17、18）への佐
賀県との共同出展 など

特になし 事業コンセプトと上場エリアの資
源が合致していることもあり、エ
リアとしての魅力やストーリー性
を際立たせるためにも、共同で取
り組むことが望ましい。

「マリンアクティビティ」など、
観光客にとっては、市町村区域は
関係がないものであるため、共同
でできるものは、一緒に取組んで
いくことが望ましい。

  名護屋城跡を中心とした陣跡整
備やイベント開催を実施してお
り、令和５年度には周遊拡大とし
て周遊ポイントの整備が実施さ
れ、整備後の活用や取組みなど
の、連携した事業実施に向けて協
議を重ねる必要がある。

  「名護屋城跡並陣跡保存活用計
画」の策定を、佐賀県が進めてい
るものの、玄海町における本計画
を活用した具体的な事業の立案に
は至っていない。
  玄海町と唐津市にまたがって広
がる史跡群を観光資源として活用
する施策について、協議が必要に
なる。

名護屋城跡を中心とした陣跡整備
やイベント開催を実施しており、
令和５年度には周遊拡大として周
遊ポイントの整備が実施され、令
和6 年度には、肥前名護屋城散策
マップの製作や歴史メディアでの
情報発信などを行った。今後も、
整備後の活用や取組みなどの、連
携した事業実
施に向けて協議を重ねる必要があ
る。

「名護屋城跡並陣跡保存活用計
画」が令和７年３月に策定済みだ
が、管理団体の設置や公有の課題
があるため、本計画を活用した具
体的な事業の立案に至っていな
い。
玄海町と唐津市にまたがって広が
る史跡群を観光資源として活用す
る施策について、協議が必要にな
る。

課題・懸案

協議すべき事項

協議会意見

総括

唐津市と玄海町の関係交流人口の創出と拡大につなげるため、佐賀県
の「唐津プロジェクト」に位置付けられている「はじまりの名護屋
城。プロジェクト」並びに「マリンアクティビティ創出」との事業連
携を図り、唐津市と玄海町が一体となった取り組みを実施するもの。

唐津市と玄海町の関係交流人口の創出と拡大につなげるため、佐賀県
の「唐津プロジェクト」に位置付けられている「はじまりの名護屋
城。プロジェクト」並びに「マリンアクティビティ創出」との事業連
携を図り、唐津市と玄海町が一体となった取り組みを実施するもの。

名護屋城跡を中心にハードの整備やイベント開催を行っており、県で
は、令和５年度からは周遊拡大として、周遊ポイント（サイン等）の
整備を進められているため、整備後の周遊ポイント活用の取組みなど
の連携した事業実施に向け、引き続き協議を重ねる必要がある。

名護屋城跡を中心にハードの整備やイベント開催を行っており、県で
は、令和５年度からは周遊拡大として、周遊ポイント（サイン等）の
整備を進められているため、整備後の周遊ポイント活用の取組みなど
の連携した事業実施に向け、引き続き協議を重ねると共に玄海町の名
護屋城大茶会への参画なども検討していく。

名護屋城跡を中心にハードの整備やイベント開催を行っており、県で
は、令和５年度からは周遊拡大として、周遊ポイント（サイン等）の
整備を進められているため、整備後の周遊ポイント活用の取組みなど
の連携した事業実施に向け、引き続き協議を重ねると共に玄海町の名
護屋城大茶会への参画なども検討していく。

R7

唐津プロジェクト推進事業

R3 R4 R5 R6

新規提案 共同事業 共同事業 共同事業 共同事業

観光プロジェクト推進事業 唐津プロジェクト推進事業 唐津プロジェクト推進事業 唐津プロジェクト推進事業について 唐津プロジェクト推進事業

佐賀県「唐津プロジェクト」について
　令和３年度当初予算の記者会見で知事が発表
　　※令和２年度から着手した事業も含まれる（令和３年度にプロ
ジェクトとして再編）
　唐津・玄海エリアが本来持っている魅力を掘り起こし磨き上げるプ
ロジェクト
　唐津市、玄海町が一緒になって、主体的に地域づくりへ参画するこ
とが求められている
　プロジェクトの一部事業には再稼働交付金が充てられている

佐賀県「唐津プロジェクト」について
　令和３年度当初予算の記者会見で知事が発表
　　※令和２年度から着手した事業も含まれる（令和３年度にプロ
ジェクトとして再編）
　唐津・玄海エリアが本来持っている魅力を掘り起こし磨き上げるプ
ロジェクト
　唐津市、玄海町が一緒になって、主体的に地域づくりへ参画するこ
とが求められている
　プロジェクトの一部事業には再稼働交付金が充てられている

佐賀県「唐津プロジェクト」について
　令和３年度当初予算の記者会見で知事が発表
　　※令和２年度から着手した事業も含まれる（令和３年度にプロ
ジェクトとして再編）
　唐津・玄海エリアが本来持っている魅力を掘り起こし磨き上げるプ
ロジェクト
　唐津市、玄海町が一緒になって、主体的に地域づくりへ参画するこ
とが求められている
　プロジェクトの一部事業には再稼働交付金が充てられている

佐賀県「唐津プロジェクト」について
　令和３年度当初予算の記者会見で知事が発表
　　※令和２年度から着手した事業も含まれる（令和３年度にプロ
ジェクトとして再編）
　唐津・玄海エリアが本来持っている魅力を掘り起こし磨き上げるプ
ロジェクト
　唐津市、玄海町が一緒になって、主体的に地域づくりへ参画するこ
とが求められている
　プロジェクトの一部事業には再稼働交付金が充てられている

佐賀県「唐津プロジェクト」について
　令和３年度当初予算の記者会見で知事が発表
　　※令和２年度から着手した事業も含まれる（令和３年度にプロ
ジェクトとして再編）
　唐津・玄海エリアが本来持っている魅力を掘り起こし磨き上げるプ
ロジェクト
　唐津市、玄海町が一緒になって、主体的に地域づくりへ参画するこ
とが求められている
　プロジェクトの一部事業には再稼働交付金が充てられている

進行中 進行中

唐津市と玄海町の関係交流人口の創出と拡大につなげるため、佐賀県
の「唐津プロジェクト」に位置付けられている「はじまりの名護屋
城。プロジェクト」並びに「マリンアクティビティ創出」との事業連
携を図り、唐津市と玄海町が一体となった取り組みを実施するもの。

唐津市と玄海町の関係交流人口の創出と拡大につなげるため、佐賀県
の「唐津プロジェクト」に位置付けられている「はじまりの名護屋
城。プロジェクト」並びに「マリンアクティビティ創出」との事業連
携を図り、唐津市と玄海町が一体となった取り組みを実施するもの。

唐津市と玄海町の関係交流人口の創出と拡大につなげるため、佐賀県
の「唐津プロジェクト」に位置付けられている「はじまりの名護屋
城。プロジェクト」並びに「マリンアクティビティ創出」との事業連
携を図り、唐津市と玄海町が一体となった取り組みを実施するもの。

唐津市と玄海町の関係交流人口の創出と拡大につなげるため、佐賀県
の「唐津プロジェクト」に位置付けられている「はじまりの名護屋
城。プロジェクト」並びに「マリンアクティビティ創出」との事業連
携を図り、唐津市と玄海町が一体となった取り組みを実施するもの。

唐津市と玄海町の関係交流人口の創出と拡大につなげるため、佐賀県
の「唐津プロジェクト」に位置付けられている「はじまりの名護屋
城。プロジェクト」との事業連携を図り、唐津市と玄海町が一体と
なった取り組みを実施するもの。

意見

名護屋城跡を中心とした周辺陣跡を含めた周知を図るため、機運醸
成・集客促進のためのハードの整備やイベント開催を行っている。
県では、令和５年度からは周遊拡大として、周遊ポイント（サイン
等）の整備を進められているため、整備後の周遊ポイント活用の取組
みなどの連携した事業実施に向け、引き続き協議を重ねる必要があ
る。
名護屋城の価値についての周知がまだ充分ではないため引き続き周知
を高めるための取り組みが必要。

  玄海町には「長谷川秀一陣跡」や「木下利房陣跡」の２つの国指定
特別史跡があり、いずれも民有地で未整備の状態となっている。ま
た、唐津市鎮西町と玄海町にまたがる「京極高次陣跡」と「毛利輝元
陣跡」も同様に未整備で、ＰＲ活動も限られている。
  今後の方向性として、将来的な陣跡の公有化や整備、標柱の設置等
を検討する必要があるが、まずは、唐津市及び玄海町に残る名護屋城
に係る史跡や場所等（玄海町で言えば、値賀川内の石工の歴史や浜野
浦の棚田の石垣）を絡めた観光ストーリーを創出し周遊促進を図りた
い。また、「名護屋城大茶会」への参画をはじめとして、唐津市と玄
海町が連携して地域の歴史や観光資源を効率的にＰＲするための具体
的な取り組みについて協議したい。

佐賀県の唐津プロジェクトを活用し、両市町に広がる名護屋城を中心とした陣跡などの史跡群の連携した利活用が施策として可能かの協議を行ってきた結果、まずは、2年後を目途に、玄海町が特別史跡の陣跡の管理団体としての認定を文化庁からもらうことを目指すと共に（唐津市は、認定されている）、認定後は、連携した整備やコース化などを創出
することを確認した。また、その間、情報発信等の可能な連携を行い、令和 7 年度より、名護屋城大茶会への玄海町からも参画し、イベント等を一緒に盛り上げることになった。

資料② 各年度協議状況一覧

なし なし なし

唐津市長：名護屋城での茶会は地域の宝として」玄海町とともに磨き
上げていきたい。

玄海町には「長谷川秀一陣跡」や「木下利房陣跡」の２つの国指定特
別史跡があり、いずれも民有地で未整備の状態となっている。また、
唐津市鎮西町と玄海町にまたがる「京極高次陣跡」と「毛利輝元陣
跡」も同様に未整備で、ＰＲ活動も限られている。
今後の方向性として、将来的な陣跡の公有化や整備、標柱の設置等を
検討する必要があるが、まずは、唐津市及び玄海町に残る名護屋城に
係る史跡や場所等（玄海町で言えば、値賀川内の石工の歴史や浜野浦
の棚田の石垣）を絡めた観光ストーリーを創出し周遊促進を図りた
い。また、「名護屋城大茶会」への参画をはじめとして、唐津市と玄
海町が連携して地域の歴史や観光資源を効率的にＰＲするための具
体的な取り組みについて協議したい。

速やかに協議開始 進行中 進行中
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２－② 事業名

件名

区分
進捗状況

事業概要

協議事項

特記

唐津市 玄海町 唐津市 玄海町 唐津市 玄海町 唐津市 玄海町 唐津市 玄海町
玄海町を核としながら、上場エリ
アの周遊促進を図るための協議が
既に行われており、重複した協議
を行うより、進行形の計画をオー
ソライズし、共同事業として再整
理することが望ましい。また、現
在も連携を行っている事業もあ
り、新規事業としての見せ方や取
組の差別化と整理が難しい。

年間を通じた観光流動の拡大や消
費促進による地域経済への波及効
果を高めることが課題。また、観
光による交流人口拡大には、玄海
町単独では観光資産や人的リソー
スが十分ではないという課題があ
る。

最終的に行政から民間へ主体を移
し、事業の自走化を視野に入れる
ため、早い段階から事業の中心と
なり得る団体若しくは事業者の育
成を見据えて事業展開していく必
要がある。

唐津市、玄海町の観光関連事業者
の連携が不可欠なため、行政とし
ても連携して事業を推進する必要
がある。
玄海町を中心とした上場エリアの
周遊、体験、宿泊飲食、買物など
を楽しむ玄海広域観光冊子を唐津
市と連携して活用したい。

玄海町を核としながら、上場エリ
アの周遊促進を図るための協議が
既に行われており、重複した協議
を行うより、進行形の計画をオー
ソライズし、共同事業として再整
理することが望ましい。また、現
在も連携を行っている事業もあ
り、新規事業としての見せ方や取
組の差別化と整理が難しい。

年間を通じた観光流動の拡大や消
費促進による地域経済への波及効
果を高めることが課題。また、観
光による交流人口拡大には、玄海
町単独では観光資産や人的リソー
スが十分ではないという課題があ
る。

  令和２年度から玄海町を核とし
た上場広域観光推進の第１ﾌｪｰｽﾞ
（行政主導）が終了し、今後は第
２ﾌｪｰｽﾞ（民間主導）へと移行する
にあたり、行政としての今後の関
わり方について協議する必要があ
る。
  上場エリアの観光に関する地域
連携は、滞在期間、立寄箇所数及
び消費額の拡大が期待されるもの
の、エリアの観光資源を結びつけ
る事業体制の整備及びエリア内事
業者との連携が薄い状況である。

  本事業を民間主導の取組として
円滑に遂行していくため、担い手
の中心となる民間事業者等の選定
が必要となるが、協議が必要にな
る。
  玄海町を中心に活動する（一
社）玄海町みんなの地域商社を担
い手の中心としたいと考えている
が、本法人は、上場エリア一体を
見据えた観光振興事業にも取り組
んでおり、周辺事業者との連携も
図っている。各種事業の企画等の
協議が必要である。

令和２年度から玄海町を核とした
上場広域観光推進の第１ﾌｪｰｽﾞ（行
政主導）が終了し、今後は第２ﾌｪｰ
ｽﾞ（民間主導）へと移行するにあ
たり、行政としての今後の関わり
方について協議する必要がある。
上場エリアの観光に関する地域連
携は、滞在期間、立寄箇所数及び
消費額の拡大が期待されるもの
の、エリアの観光資源を結びつけ
る事業体制の整備及びエリア内事
業者との連携が薄い状況である。
ルートグランブルー事業について
は、県、唐津市、玄海町が連携し
ながら事業を進めたい。

本事業を民間主導の取組として円
滑に遂行していくため、担い手の
中心となる民間事業者等の選定が
必要となるが、協議が必要にな
る。
玄海町を中心に活動する（一社）
玄海町みんなの地域商社を担い手
の中心としたいと考えているが、
本法人は、上場エリア一体を見据
えた観光振興事業にも取り組んで
おり、周辺事業者との連携も図っ
ている。各種事業の企画等の協議
が必要である。
ルートグランブルー事業について
は、玄海町においても事業連携を
図っていきたい。

課題・懸案

協議すべき事項

協議会意見

総括

R7

唐津市と玄海町が地域連携のもと、上場地域の年間を通じた観光流動
の拡大や観光消費の促進を図っていく。エリア内の観光関係事業者を
主体とした会議体を設置し、周遊促進と滞在時間延長のためのプログ
ラム開発やルート設定、コラボレーション事業に取り組む。

唐津市と玄海町が地域連携のもと、上場地域の年間を通じた観光流動
の拡大や観光消費の促進を図っていく。エリア内の観光関係事業者を
主体とした会議体を設置し、周遊促進と滞在時間延長のためのプログ
ラム開発やルート設定、コラボレーション事業に取り組む。

九州経済産業局が令和２年度から実施している事業で、令和５年度は
共創プロジェクトとして、「空き家で泊まろう」を試行し、活用でき
る拠点の選定と事業収支などについて検討していく。

昨年から玄海町エリアで実施されている体験型イベント「エネＩＫ
Ｕ」への唐津市への参画、ATサイクリングコースの造成など上場エリ
ア地域連携に必要な協議を進めていく。

地球温暖化や食害などにより藻場が減少し、生物多様性の損失、漁業
資源の減少など、様々な問題を引き起こしているため、関係機関（行
政、漁業者、研究者、市民など）が連携して取り組む必要がある。

新規事業 共同事業 共同事業 共同事業

上場エリア地域連携事業 上場エリア地域連携事業 上場エリア地域連携事業 上場エリア地域連携事業について 上場エリア地域連携事業について

上場エリア地域連携事業について

R3 R4 R5 R6

原子力電源施設等立地地域基盤整備支援事業について
　九州経済産業局（電力・ガス事業課）の事業として、令和2年度に事
業がスタート
　　令和２年度　　現状把握・情報収集、取り組み方針の検討【玄海
町単独】
　　令和３年度　　地域連携の関係づくり、計画検討【唐津市オブ
ザーバー】
　　令和４年度～　事業計画策定（再考）、周遊観光計画の実践【唐
津市・玄海町協同】

原子力電源施設等立地地域基盤整備支援事業について
　九州経済産業局（電力・ガス事業課）の事業として、令和2年度に事
業がスタート
　　令和２年度　　現状把握・情報収集、取り組み方針の検討【玄海
町単独】
　　令和３年度　　地域連携の関係づくり、計画検討【唐津市オブ
ザーバー】
　　令和４年度～　事業計画策定（再考）、周遊観光計画の実践【唐
津市・玄海町協同】

原子力電源施設等立地地域基盤整備支援事業について
　九州経済産業局（電力・ガス事業課）の事業として、令和2年度に事
業がスタート
　　令和２年度　　現状把握・情報収集、取り組み方針の検討【玄海
町単独】
　　令和３年度　　地域連携の関係づくり、計画検討【唐津市オブ
ザーバー】
　　令和４年度～　事業計画策定（再考）、周遊観光計画の実践【唐
津市・玄海町協同】

周辺地域と連携した広域観光ルートの開発による観光流動の活性化に
係る調査事業について　九州経済産業局の事業として令和2年度にス
タート。現状把握・情報収集、取り組み方針の　検討、地域連携の関
係づくり、計画検討など。
エネIKUについて　九電産業(株)の事業として令和５年度から玄海町と
唐津市の一部で実施。令和６年度から　唐津市も本格参入。
アドベンチャーツーリズムについて令和６年度に唐津上場エリアにお
けるサイクリングツアー造成予定。

周辺地域と連携した広域観光ルートの開発による観光流動の活性化に
係る調査事業について　九州経済産業局の事業として令和2年度にス
タート。現状把握・情報収集、取り組み方針の　検討、地域連携の関
係づくり、計画検討など。
エネIKUについて　九電産業(株)の事業として令和５年度から玄海町と
唐津市の一部で実施。
　令和７年度から唐津市も本格参入。
アドベンチャーツーリズムについて　令和６年度に唐津上場エリアに
おけるサイクリングコースを造成。

実施中 検討開始

肥前、鎮西、呼子、玄海の４エリアを「上場エリア」と位置づけ、唐
津市と玄海町が地域連携のもと、年間を通じた観光流動の拡大や観光
消費の促進を図っていく。
エリア内の観光関係事業者を主体とした会議体を設置し、周遊促進と
滞在時間延長のためのプログラム開発やルート設定、コラボレーショ
ン事業に取り組む。また、最終的には、行政から民間へ主体を移し、
事業の自立自走化も視野に入れた事業展開につなげる。

肥前、鎮西、呼子、玄海の４エリアを「上場エリア」と位置づけ、唐
津市と玄海町が地域連携のもと、年間を通じた観光流動の拡大や観光
消費の促進を図っていく。
エリア内の観光関係事業者を主体とした会議体を設置し、周遊促進と
滞在時間延長のためのプログラム開発やルート設定、コラボレーショ
ン事業に取り組む。また、最終的には、行政から民間へ主体を移し、
事業の自立自走化も視野に入れた事業展開につなげる。

肥前、鎮西、呼子、玄海の４エリアを「上場エリア」と位置づけ、唐
津市と玄海町が地域連携のもと、年間を通じた観光流動の拡大や観光
消費の促進を図っていく。
エリア内の観光関係事業者を主体とした会議体を設置し、周遊促進と
滞在時間延長のためのプログラム開発やルート設定、コラボレーショ
ン事業に取り組む。また、最終的には、行政から民間へ主体を移し、
事業の自立自走化も視野に入れた事業展開につなげる。

肥前、鎮西、呼子、玄海の４エリアを「上場エリア」と位置づけ、唐
津市と玄海町が地域連携のもと、年間を通じた観光流動の拡大や観光
消費の促進を図っていく。
エリア内の観光関係事業者を主体とした会議体を設置し、周遊促進と
滞在時間延長のためのプログラム開発やルート設定、コラボレーショ
ン事業に取り組む。また、最終的には、行政から民間へ主体を移し、
事業の自立自走化も視野に入れた事業展開につなげる。

肥前、鎮西、呼子、玄海の４エリアを「上場エリア」と位置づけ、唐
津市と玄海町が地域連携のもと、年間を通じた観光流動の拡大や観光
消費の促進を図っていく。
エリア内の観光関係事業者を主体とした会議体を設置し、周遊促進と
滞在時間延長のためのプログラム開発やルート設定、コラボレーショ
ン事業に取り組む。また、最終的には、行政から民間へ主体を移し、
事業の自立自走化も視野に入れた事業展開につなげる。

意見

【今年度の予定】
①原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業
・共創会議（3 回：事業者の活動紹介・情報共有、現状・課題の抽
出、共創プロジェクトとして取り組みたいことを整理）
・共創プロジェクト（2 回：共創会議で挙げられた意見をもとに決
定、実施）
②玄海広域観光冊子
・～11 月 対象施設等の取材実施
・～ 3 月 冊子編集及び校正、観光冊子納品

令和５年度は、共創プロジェクトでは「空き家で泊まろう」を試行
し、活用できる拠点の選定と事業収支などについて検討していく。旅
行会社等向けの「セールスツール」については、ターゲットや使い方
を明確にしたうえで、作成を進めていく必要がある。
≪上場広域観光ルート事業≫
九州経済産業局が令和２年度から「原子力発電施設等立地地域基盤整
備支援事業」として「上場地区の観光に関する滞在時間と消費額を延
ばすこと」を目的に実施されているもの。
・令和２年度　広域観光を推進する上での方向性や体制等の基盤づく
り（玄海町）
・令和３年度　旅行商品造成、共創会議の構築等、広域エリアにおけ
る共創基盤の構築（玄海町・唐津市）
・令和４年度　共創会議で地域間連携事業「共創プロジェクト」の検
討を開始。玄海町みんなの地域商社と連携しモニターツアーを通じた
ルートの試行・検証を実施。

  上場広域観光推進事業終了後、エリア内の事業者間で連携して取り
組む観光振興策に対する支援メニューの必要性を検討する。
  令和５年度から玄海町で実施されている体験型イベント「エネＩＫ
Ｕ」に、今年度から唐津市も本格参入し、唐津市内で８つのプログラ
ムを提供予定。本イベントは、エリア全体の周遊促進が期待されるも
のの、一過性のイベントに留まっているため、年間通して体験できる
旅行商品として展開する仕組みづくりが必要である。
  令和６年度の唐津市の新事業として「唐津上場エリアにおけるアド
ベンチャーツーリズム市場をターゲットとしたサイクリングツアー造
成・流通環境整備事業」を連携先である玄海町とともに進めており、
今後双方でサイクリングコースのルート設定及び費用案分について協
議を行っていく。

玄海町の体験型イベント「エネＩＫＵ」の開催にあたり、リニューアルオープンした玄海海中展望塔のプログラムを提供するなど唐津市も事業へ参画し、唐津から玄海にかけた面的な周遊促進へつなげた。
また、唐津玄海アドベンチャーツーリズムコースの造成など共同で事業に取り組み、新たな体験コンテンツの造成につながった。さらに県のルート・グランブルー事業へ唐津市と玄海町で参画し、海辺のエリアを紹介するパンフレットの制作につながった。

資料② 各年度協議状況一覧

特になし なし なし なし

玄海町長：玄海町だけで考えても上手くいかない。上場地区にももっ
と観光客が来るように出来たら良いと考えてる。
唐津市長：観光マップについて、玄海町だけ色が違うものをさくせい
していた。玄海町もエリアとして案内した方が良いと見直したい。
唐津市長：サイクリングコースの提案があっている。そういうコース
が求められている。糸島からのコースつながりもある。周遊関係・滞
在時間延長のためのプログラムの開発、ルート設定、コラボレーショ
ン事業、前向きに取り組みたい。避難道路の問題も土木事務所とも連
携をとりながら努めていきたい。

玄海町長：上場地区の観光周遊ルートがあると地域の観光に繋がって
いくのでは。地域商社の若い人のアイデアで上場のパンフレットを作
成した。唐津も利用してほしい。
唐津市長：周遊・空家活用など地域商社とも連携しながら事業ができ
れば。移住定住にもつながるのでは。

玄海町長：上場商工会は市町で連携できる観光客やお金が落ちる施策
ができないか。鷹島までつながる周遊コースなどからつと連携した
い。エネイクやサイクリングコースなど一緒にイベントを企画できれ
ば。
唐津市長：七山、厳木などを山サイクリングコース、玄海町と協力し
たコースと2コースが設置可能と考える。地域商社とも連携した事業が
必要と考える

上場広域観光推進事業終了後、エリア内の事業者間で連携して取り組
む観光振興策に対する支援メニューの必要性を検討する。
令和５年度から玄海町で実施されている体験型イベント「エネＩＫ
Ｕ」に、唐津市も令和６年度から参入し、唐津市内で８つのプログラ
ムを提供した。本イベントは、エリア全体の周遊促進が期待されるも
のの、一過性のイベントに留まっているため、年間通して体験できる
旅行商品として展開する仕組みづくりが必要である。
令和６年度には、唐津市と玄海町が協力し、唐津玄海アドベンチャー
ツーリズムコースを造成しており、本年度にインバウンド商談会等で
営業を行う予定であるが、今後、販売につなげていくことが重要であ
る。

速やかに協議開始 進行中
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３－① 事業名

件名

区分
進捗状況

事業概要

協議事項

特記

唐津市 玄海町 唐津市 玄海町 唐津市 玄海町 唐津市 玄海町 唐津市 玄海町
負担金及び事務負担金の見直しが
なされなければ、新たな共同事業
は想定できない。

令和2年度より負担金割合の協議を
行っている状況ではあるが、決定
には至っていない。
　早急に協議、決定を行い、巡回
診療等の構築について協議を進め
たい。

なし なし なし なし 令和３年度に唐津市と玄海町にお
ける救急医療対策に係る事務委託
に関する負担割合の見直しを行
い、協定書を締結した。
令和４年度からは新しい協定書に
基づき玄海町から負担金を受け入
れている。

令和３年度に唐津市と玄海町にお
ける救急医療対策に係る事務委託
に関する負担割合の見直しを行
い、協定書を締結した。
令和４年度からは新しい協定書に
基づき唐津市へ負担金を支払って
いる。

救急医療体制(休日急患センター、
小児救急、周産期医療等)を維持す
るため、自治体と医師会、日赤等
関係機関と連携を強化し必要な支
援を講じていく必要があるが、今
後、人件費等の増加に伴い、予算
の増加が見込まれる。

救急医療や小児救急医療、周産期
医療等の費用負担については増加
が見込まれる。

課題・懸案

協議すべき事項

協議会意見

総括

R7

唐津市、玄海町間で締結している救急医療対策に関する協定書に基づ
き、救急医療対策に係る6事業に関して唐津市が一体的に業務を行い、
人口比に応じて玄海町から負担金を徴収しているもの

唐津市、玄海町間で締結している救急医療対策に関する協定書に基づ
き、救急医療対策に係る6事業に関して唐津市が一体的に業務を行い、
人口比に応じて玄海町から負担金を徴収しているもの。

平成４年３月２３日に両市町で締結した救急医療対策に関する負担金
協定書に基づき令和４年度から玄海町から負担額を受け入れており、
当面の懸案事項はない。

平成４年３月２３日に両市町で締結した救急医療対策に関する負担金
協定書に基づき令和４年度から玄海町から負担額を受け入れている。
救急医療の医師の確保について今後関係機関と連携し対応する必要が
ある。唐津赤十字病院の小児救急医療についても医師派遣等の費用負
担が大きく、今後支援する場合には負担金額の増加が見込まれる。

平成４年３月２３日に両市町で締結した救急医療対策に関する負担金
協定書に基づき令和４年度から玄海町から負担額を受け入れている。
救急医療の医師の体制の維持確保について今後関係機関と連携し対応
する必要がある。唐津赤十字病院における小児救急及び周産期医療に
ついても医師派遣等の人件費負担が大きく、今後支援する場合には負
担金額の増加が見込まれる。

事務委託 事務委託 事務委託 事務委託 事務委託

地域医療に関する事務委託事業 地域医療に関する事務委託事業 地域医療に関する事務委託事業 地域医療に関する事務委託事業 地域医療に関する事務委託事業について

地域医療に関する事務委託事業

R3 R4 R5 R6

当該業務に係る負担金については、市町村合併前の考え方を踏襲し、
人口比を基礎とした負担割となっている。
　合併後10年経過しており、合併による恩恵がなくなった現在、負担
金及び事務費負担金について見直しが急務である。

当該業務に係る負担金については、市町村合併前の考え方を踏襲し、
人口比を基礎とした負担割となっている。
　合併後10年経過しており、合併による恩恵がなくなった現在、負担
金及び事務費負担金について見直しが急務である。

当該業務に係る負担金については、令和2年度より協議がなされ、令和
4年度分より負担金の見直しが行われた。
　(1) 事業負担割合の変更　　平等割（100分の8）、人口割（100分の
92）
　(2) 事務費の負担割合の変更
　　　人件費相当額の平等割（100分の8）、人口割(100分の92）
　

当該業務に係る負担金については、令和2年度より協議がなされ、令和
4年度分より負担金の見直しが行われた。
　(1) 事業負担割合の変更　　平等割（100分の8）、人口割（100分の
92）
　(2) 事務費の負担割合の変更
　　　人件費相当額の平等割（100分の8）、人口割(100分の92）

当該業務に係る負担金については、事業費及び事務費について平等割
及び人口割により算定
　(1) 事業負担割合の変更　　平等割（100分の8）、人口割（100分の
92）
　(2) 事務費の負担割合の変更
　　　人件費相当額の平等割（100分の8）、人口割(100分の92）
　

実施中 実施中

唐津市、玄海町間で締結している救急医療対策に関する協定書に基づ
き、救急医療対策に係る6事業に関して唐津市が一体的に業務を行い、
人口比に応じて玄海町から負担金を徴収している。

唐津市、玄海町間で締結している救急医療対策に関する協定書に基づ
き、救急医療対策に係る6事業に関して唐津市が一体的に業務を行い、
人口比に応じて玄海町から負担金を徴収している。

唐津市、玄海町間で締結している救急医療対策に関する協定書に基づ
き、救急医療対策に係る6事業に関して唐津市が一体的に業務を行い、
人口比に応じて玄海町から負担金を徴収している。

唐津市、玄海町間で締結している救急医療対策に関する協定書に基づ
き、救急医療対策に係る6事業に関して唐津市が一体的に業務を行い、
人口比に応じて玄海町から負担金を徴収している。
（夜間救急外来診療、病院群輪番制病院運営、休日歯科診療、救急医
療センター運営、周産期医療対策、小児救急医療体制整備）

唐津市、玄海町間で締結している救急医療対策に関する協定書に基づ
き、救急医療対策に係る6事業に関して唐津市が一体的に業務を行い、
人口比に応じて玄海町から負担金を徴収している。
（夜間救急外来診療、病院群輪番制病院運営、休日歯科診療、救急医
療センター運営、周産期医療対策、小児救急医療体制整備）

意見

平成４年３月２３日に両市町で締結した救急医療対策に関する負担金
協定書に基づき令和４年度から玄海町から負担額を受け入れる予定。
当面の懸案事項はない。

平成４年３月２３日に両市町で締結した救急医療対策に関する負担金
協定書に基づき令和４年度から玄海町から負担額を受け入れており、
当面の懸案事項はない。

救急医療(救急医療センター・小児救急)については、医師の働き方改
革の影響等により、大学病院からの医師の派遣が難しくなると見込ま
れるため、医師の確保について関係機関と連携し対応する必要があ
る。
唐津赤十字病院が行っている小児救急医療については、大学病院から
の医師派遣等により診療を行っているが、医師の派遣等に係る費用負
担が大きく、現状のままでは小児救急医療体制を維持することが難し
くなるため、支援の要請が行われている。
今後補助金等による支援が必要となる場合は、負担金額の増加が見込
まれる。

平成４年３月２３日に両市町で締結した救急医療対策に関する負担金協定書に基づき令和４年度から玄海町から負担額を受け入れている。救急医療の医師の体制の維持確保について今後関係機関と連携し対応する必要がある。唐津赤十字病院における小児救急及び周産期医療についても医師派遣等の人件費負担が大きく、今後支援する場合には負担金額の
増加が見込まれる。

資料② 各年度協議状況一覧

特になし なし 特になし

現在、地方自治法に基づく事務委託を準用し、唐津市と玄海町の負担
割合を他事業とあわせ平等割８％としているが、事業の趣旨から現行
の負担割合では体制維持が難しいため、支援額に対する市町の負担割
合について適正額を協議していく。また、国や県の財政支援について
も市町で協力して要望活動を行っていく。

唐津市長：北波多に市民病院がある。高齢者医療の専門家が多くおり
重点を置かれている。既存の医療機関とともに、唐津玄海を合わせた
エリアで医療提供を連携したい

玄海町長：医療機関とスーパーがない町には誰も住まなくなるだろ
う、という予測が立つ。対策を考えておかなくてはならないだろう。
現在は肥前町の先生に来てもらっている。コロナの際にも医療機関に
はお世話になった。行政も医療機関の方たちと、うまくやっていく必
要がある

唐津市長：4月1日から唐津休日急患センターに名称を変更している。
しっかり周知をすべき。また、糸島や伊万里からの利用者がいる現状
があり広域負担の考え方も検討する必要があるのでは。

北部医療圏においては、医師の高齢化や偏在により特に救急医療(休日
急患センター・小児救急・周産期医療等)に携わる医師が不足している
状況である。
特に救急医療、小児科、産婦人科に従事する医師は成り手が少なく、
大学病院からの医師の派遣が難しくなると見込まれ、医師確保への対
策など一次救急医療体制維持に対し、物価高騰や人件費の増加に対す
る行政の支援を強化する必要がある。また、地域医療支援拠点となる
日赤での周産期医療体制維持に関して喫緊の課題と捉え、医師確保や
医療資機材の購入補助を始めとした財政支援について国や県に要望し
ていく必要がある。
今後の負担割合については、自治体ごとの人口比等によることなく北
部医療圏全体で考える必要がある。

実施中 実施中
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３－② 事業名

件名

区分
進捗状況

事業概要

協議事項

特記

唐津市 玄海町 唐津市 玄海町 唐津市 玄海町 唐津市 玄海町 唐津市 玄海町
共同して事業展開するにあたって
は、業務分担に基礎となる負担割
合が両市町納得したものでなけれ
ばならない。

　町内に２医療機関あるが、両医
療機関共に後継者については不明
の状況であり、将来的に無医地区
になる可能性が高い。
　巡回診療体制の構築は重要と考
えている。

・肥前地区をモデルとして医療体
制について検討
中。
・肥前町納所校区でアンケート調
査及び健康講座、
ナイト巡回特定健診を実施した。
・市民病院きたはたの医師が12 月
から向島の巡回診
療を引き継いで実施予定。

将来的に無医地区になる可能性が
高く、巡回診療体制の構築は重要
と考えている。町内２医療機関の
現状及び将来の医療体制について
の調査を検討中。
課題、検討事項を整理し、佐賀
県、唐津市、医師会等の意見を踏
まえ、検討を進めたい。

肥前地区をモデルとして医療体制
について検討中（納所地区でのア
ンケート調査、健康講座及び巡回
ナイト健診の実施、向島への巡回
診療の実施）
市民病院きたはたを地域の拠点病
院として体制を整えると共に、県
等と協議を行っていく。

町内２医療機関の医師の高齢化が
進んでいるが、当面は継続する意
向がある。しかしながら、将来的
に無医地区になる可能性が高いた
め、巡回診療体制の構築は重要と
考えている。

市民病院きたはたを、へき地医療
の拠点病院として安定的にへき地
における住民の医療を確保する体
制を整える方向で進めている。
その上で、近い将来、無医地区に
なる恐れがある上場地域の現存医
療機関の閉院時期など随時の意向
調査は引き続き必要である。

町内２医療機関の医師の高齢化が
進んでいるが、当面は継続する意
向がある。しかしながら、後継者
問題や設備等のことから、将来的
に無医地区になる可能性が高いた
め、巡回診療体制の構築は重要と
考えている。

一次医療の提供が困難となる地域
への対策として令和３年５月３１
日に、県と市で「身近な医療の提
供に関する連携協定」を締結し、
令和４年度から令和６年度にかけ
て肥前町地域をモデル地区として
健康相談等のモデル事業を行い、
今後、特に過疎地域において医療
機関の閉院が加速するため、医師
不足を補うための施策展開に着手
する必要がある。

町内2 医療機関の医師は当面は継
続する意向であるが、医師の高齢
化が進んでおり、後継者も未定で
あるため、将来的に無医地区とな
る可能性が高い。
巡回診療やオンライン診療体制の
構築に向けた検討が必要と考えて
いるが、玄海町単独での構築は難
しいため、唐津市と協力して具体
策を検討したい。

課題・懸案

協議すべき事項

協議会意見

総括

R7

一次医療の提供が困難になる可能性が高い地域の診療体制を支援する
仕組みを構築し、医師を派遣するなどの取組を県と唐津市が連携協働
して推進することにより、継続的かつ安定的な一次医療の提供体制を
確保することを目的とする事業が肥前地区をモデルとして市民病院き
たはたを拠点として令和４年からスタートするもの。

一次医療の提供が困難になる可能性が高い地域の診療体制を支援する
仕組みを構築し、医師を派遣するなどの取組を県と唐津市が連携協働
して推進することにより、継続的かつ安定的な一次医療の提供体制を
確保することを目的とする事業が肥前地区をモデルとして市民病院き
たはたを拠点として令和４年からスタートするもの。

市民病院きたはたを地域の拠点病院としての体制を整え、巡回診療や
巡回健診を行っているが、今後の医療体制については、県とも協議が
必要である。
現存医療機関の閉院や医業承継等の時期など随時の意向調査が必要で
ある。

市民病院きたはたを地域の拠点病院としての体制を整え、巡回診療や
巡回健診を行っているが、今後の医療体制については、県とも協議が
必要である。
現存医療機関の閉院や医業承継等の時期など随時の意向調査が必要で
ある。

市民病院きたはたを地域の拠点病院としての体制を整え、巡回診療や
巡回健診を行っているが、今後の医療体制については、県とも協議が
必要である。
現存医療機関の閉院や医業承継等の時期など随時の意向調査が必要で
ある。

新規提案 共同事業 共同事業 共同事業 共同事業

へき地医療体制の構築 へき地医療体制の構築について へき地医療体制の構築 へき地医療体制の構築 へき地医療体制の構築

へき地医療体制の構築

R3 R4 R5 R6

〔佐賀県の責務〕
　 ・地域の診療体制を広域的に支援するための仕組みの企画調整
　 ・医師の確保及び地域への派遣に向けた調整
 〔唐津市の責務〕
　 ・地域の診療体制のあり方の検討及び構築
　 ・遠隔診療の導入等、診療の効率化に資する取組の推進

〔佐賀県の責務〕
　 ・地域の診療体制を広域的に支援するための仕組みの企画調整
　 ・医師の確保及び地域への派遣に向けた調整
 〔唐津市の責務〕
　 ・地域の診療体制のあり方の検討及び構築
　 ・遠隔診療の導入等、診療の効率化に資する取組の推進

〔佐賀県の責務〕
　 ・地域の診療体制を広域的に支援するための仕組みの企画調整
　 ・医師の確保及び地域への派遣に向けた調整
 〔唐津市の責務〕
　 ・地域の診療体制のあり方の検討及び構築
　 ・遠隔診療の導入等、診療の効率化に資する取組の推進

　責務・連携事項
〔佐賀県の責務〕
　 ・地域の診療体制を広域的に支援するための仕組みの企画調整
　 ・医師の確保及び地域への派遣に向けた調整
 〔唐津市の責務〕
　 ・地域の診療体制のあり方の検討及び構築
　 ・遠隔診療の導入等、診療の効率化に資する取組の推進

責務・連携事項
〔佐賀県の責務〕
　 ・地域の診療体制を広域的に支援するための仕組みの企画調整
　 ・医師の確保及び地域への派遣に向けた調整
 〔唐津市の責務〕
　 ・地域の診療体制のあり方の検討及び構築
　 ・遠隔診療の導入等、診療の効率化に資する取組の推進

進行中 進行中

一次医療の提供が困難になる可能性が高い地域の診療体制を支援する
仕組みを構築し、医師を派遣するなどの取組を県と唐津市が連携協働
して推進することにより、継続的かつ安定的な一次医療の提供体制を
確保することを目的とする事業が肥前地区をモデルとして市民病院き
たはたを拠点として令和４年からスタートするもの。

一次医療の提供が困難になる可能性が高い地域の診療体制を支援する
仕組みを構築し、医師を派遣するなどの取組を県と唐津市が連携協働
して推進することにより、継続的かつ安定的な一次医療の提供体制を
確保することを目的とする事業が肥前地区をモデルとして市民病院き
たはたを拠点として令和４年からスタートするもの。

一次医療の提供が困難になる可能性が高い地域の診療体制を支援する
仕組みを構築し、医師を派遣するなどの取組を県と唐津市が連携協働
して推進することにより、継続的かつ安定的な一次医療の提供体制を
確保することを目的とする事業が肥前地区をモデルとして市民病院き
たはたを拠点として令和４年からスタートするもの。

　一次医療の提供が困難になる可能性が高い地域の診療体制を支援す
る仕組みを構築し、医師を派遣するなどの取組を県と唐津市が連携協
働して推進することにより、継続的かつ安定的な一次医療の提供体制
を確保するもの。
（身近な医療の提供に関する連携協定を締結（令和３年５月３１
日））
　令和４年から、市民病院きたはたを拠点病院と位置づけ肥前地区を
モデル地区として取組みを開始。

　一次医療の提供が困難になる可能性が高い地域の診療体制を支援す
る仕組みを構築し、医師派遣等の取組を県と唐津市が連携協働して推
進することにより、継続的かつ安定的な一次医療の提供体制を確保す
るもの。（身近な医療の提供に関する連携協定を締結（R3.5.31）
　令和４年度～令和６年度　肥前地区をモデル地区として取組みを開
始。
　令和７年３月　市民病院を「へき地拠点病院」に指定

意見

担い手となる市民病院きたはたの診療体制の整備が必要、公立病院経
営強化プラン策定検討会議の中で今後の診療体制について整理する必
要がある。
佐賀県地域医療構想調整会議の北部構想区域分科会において、唐津市
及び玄海町の北部医療圏における在宅医療の整備や医師の派遣調整な
ど全般的な医療体制の確保に向けた協議を行っている。

市民病院きたはたを地域の拠点病院としての体制を整え、巡回診療や
巡回健診を行っているが、今後の医療体制については、佐賀県地域医
療構想調整会議の北部構想区域分科会で引き続き協議が必要である。
現存医療機関の閉院や医業承継等の時期など随時の意向調査が必要で
ある。

今後、一次医療の提供が困難となる地域への対策として令和３年５月
３１日に、県と市で「身近な医療の提供に関する連携協定」を締結
し、市民病院きたはたを地域医療の拠点と位置付け、令和４年度から
肥前町地域をモデル地区として、健康講座・相談会(7月)、ﾅｲﾄ巡回健
診(11月)、向島巡回診療(月2回)、離島診察のｵﾝﾗｲﾝ診療の体制整備な
どに取組んできた。現時点では、市民病院からの医療活動は月2回の向
島巡回診療のみであるが、今後へき地への活動範囲が拡大した場合の
人員体制の確保が懸念される。
体制整備をするにあたり、へき地医療は不採算医療であり財源確保が
課題であるため、R7年度から佐賀県においては初めての「へき地医療
拠点病院」の指定を受ける方向で県と協議を進めている。
（財源：国・県補助金　補助率10/10（国1/2、県1/2）

地域診療体制や構築など検討し、令和４年から肥前地区をモデル地区として取組を開始し、市民病院きたはたの、へき地医療拠点病院の指定に繋がった。今後も医療機関の閉院や医師不足の課題があるため連携した具体策の検討が必要である。

資料② 各年度協議状況一覧

特になし なし 特になし

今後、医療機関等の閉院による身近な医療が欠ける地域にどのような
医療を提供するかといった負担が更にかかってくるため、事業展開も
含めて市町で共同して地域体制の維持にかかる協議体制を構築すべき
であり、財政的な措置についても検討する必要がある。

脇山町長：玄海町には医療機関が北部と南部で２つあるが、後継ぎが
いない。今後の医療体制を考えていかなければならない。連携出来た
らと思う。

唐津市長：肥前地区では診療所先生の高齢化という状況もあり、特定
検診などを夜の時間に実施している。市民病院きたはたでは「高齢者
医療」の分野でドクターの研修受け入れを行っている。その中の１人
が常駐していただき、マンパワーが増えたことで地域の医療にもお力
添えいただけるのでは。

唐津市長：デジタル化による遠隔医療。特に離島においてドクターの
指示を受けて看護師が対応するしているところもあるが、いろいろな
検討課題がある。
西部地域の医療体制についてはですね、玄海町と連携を図っていきた
い。

令和７年３月に市民病院きたはたが「へき地医療拠点病院」の指定を
受けており、今後も離島診療所との診療体制の連携を維持するととも
に、上場地区など、へき地で医師不足となる地域に対する医療体制の
整備を行うため、関係機関との連携強化を図る必要がある。
現在、市民病院から向島へ巡回診療を行っているが、今後、玄海町も
含めた区域に診療範囲を拡大する場合は、負担割合についても検討す
る必要がある。

速やかに協議開始 進行中 進行中
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３－③ 事業名

件名

区分
進捗状況

事業概要

協議事項

特記

唐津市 玄海町 唐津市 玄海町 唐津市 玄海町 唐津市 玄海町 唐津市 玄海町
◎事務委託における負担金につい
て
　過去５年間の統計結果、介護認
定審査会の審査件数のうち玄海町
の割合は4.01％と低いものの、審
査会回数のうち玄海町を含む割合
は53.14％となっています。
　介護認定審査会における審査判
定は、例え１件の取扱いであって
も開催する必要がある業務である
ため、開催経費にかかる負担割合
としては、経費総額２分の１負担
が適当と考えます。また、事業費
に人件費相当額（手当含む）※を
加算したい。
※（従事職員:部長、副部長、課
長、係員の平均）

事業費については、担当者間で精
査及び協議し、終了しています。
負担割合及び人件費等について
は、今後協議会において協議して
頂くことになると思います。

なし なし 令和３年度に、玄海町と唐津市に
おける介護保険の要介護認定に係
る事務の委託に関する規約の変更
を済ませ、令和４年度より委託料
算定率の見直しを行った。当面の
懸案事項はない。

令和３年度に唐津市と介護保険の
要介護認定に係る事務の委託に関
する規約の変更を行い、委託料算
定率の見直しを行った。令和４年
度からは新算定率により委託を行
い、当面の懸案事項はない。

なし なし 玄海町と唐津市における介護保険
の要介護認定に係る事務の委託に
関する規約については令和４年度
に委託料算定率の見直しを行った
が、５年を経過する令和８年度に
現在の率が適正か協議したい。

玄海町と唐津市における介護保険
の要介護認定に係る事務の委託に
関する規約については令和４年度
に委託料算定率の見直しを行った
が、５年を経過する令和８年度に
現在の率が適正か協議したい。

課題・懸案

協議すべき事項

協議会意見

総括

R7

認定調査に基づく一次判定結果と認定調査の特記事項、主治医意見書
を資料として、要介護認定の申請案件の審査を行うため、医療・保
健・福祉の各分野の委員７０名を１０の合議体に振り分け、厚生労働
省の二次判定の手順に従い審査判定を行う。なお、合議体の平準化調
整のための運営部会を実施

認定調査に基づく一次判定結果と認定調査の特記事項、主治医意見書
を資料として、要介護認定の申請案件の審査を行うため、医療・保
健・福祉の各分野の委員７０名を１０の合議体に振り分け、厚生労働
省の二次判定の手順に従い審査判定を行う。なお、合議体の平準化調
整のための運営部会を実施。

介護認定審査会委員の任期満了（２年任期）の改選時に定数割れする
ことが増加しており、現状として医師会に切にお願いし何とか定数を
保持している状態である。今後は、審査会委員の定数を保持できない
可能性がある。

介護認定審査会委員の任期満了（２年任期）の改選時に定数割れする
ことが増加しており、現状として医師会に切にお願いし何とか定数を
保持している状態である。今後は、審査会委員の定数を保持できない
可能性がある。

介護認定審査会委員の任期満了（２年任期）の改選時に定数割れする
ことが増加しており、現状として医師会にお願いし何とか定数を保持
している状態である。今後、審査会委員の定数を保持できるよう検討
していく。

事務委託 事務委託 事務委託 事務委託 事務委託

介護認定審査会 介護認定審査会 介護認定審査会 　介護保険の要介護認定業務について 介護保険の要介護認定業務について

介護認定審査会

R3 R4 R5 R6

唐津・東松浦広域市町村圏組合の解散に伴い『玄海町と唐津市におけ
る介護保険の要介護認定に係る事務の委託に関する規約（平成１７年
１月１日施行）』に基づき介護保険の要介護認定に関する事務の管理
及び執行を唐津市に玄海町が委託しているもの。
令和４年～令和７年までの唐津市事業費については、人件費（手当含
む）を加算
令和４年～令和７年までの玄海町（委託料）分は幹事会で協議

唐津・東松浦広域市町村圏組合の解散に伴い『玄海町と唐津市におけ
る介護保険の要介護認定に係る事務の委託に関する規約（平成１７年
１月１日施行）』に基づき介護保険の要介護認定に関する事務の管理
及び執行を唐津市に玄海町が委託しているもの。
令和４年4月１日より玄海町と唐津市における介護保険の要介護認定に
係る事務の委託に関する規約の一部を変更し、委託事務の管理及び執
行に要する経費の委託料について、平等割を8/100、人口割を72/100、
及び６５歳以上人口割を20/100とした。

唐津・東松浦広域市町村圏組合の解散に伴い『玄海町と唐津市におけ
る介護保険の要介護認定に係る事務の委託に関する規約（平成１７年
１月１日施行）』に基づき介護保険の要介護認定に関する事務の管理
及び執行を唐津市に玄海町が委託しているもの。
令和４年4月１日より玄海町と唐津市における介護保険の要介護認定に
係る事務の委託に関する規約の一部を変更し、委託事務の管理及び執
行に要する経費の委託料について、平等割を8/100、人口割を72/100、
及び６５歳以上人口割を20/100とした。

唐津・東松浦広域市町村圏組合の解散に伴い『玄海町と唐津市におけ
る介護保険の要介護認定に係る事務の委託に関する規約（平成１７年
１月１日施行）』に基づき介護保険の要介護認定に関する事務の管理
及び執行を唐津市に玄海町が委託しているもの。
令和４年4月１日より玄海町と唐津市における介護保険の要介護認定に
係る事務の委託に関する規約の一部を変更し、委託事務の管理及び執
行に要する経費の委託料について、平等割を8/100、人口割を72/100、
及び６５歳以上人口割を20/100とした。

唐津・東松浦広域市町村圏組合の解散に伴い『玄海町と唐津市におけ
る介護保険の要介護認定に係る事務の委託に関する規約（平成１７年
１月１日施行）』に基づき介護保険の要介護認定に関する事務の管理
及び執行を唐津市に玄海町が委託しているもの。
令和４年4月１日より玄海町と唐津市における介護保険の要介護認定に
係る事務の委託に関する規約の一部を変更し、委託事務の管理及び執
行に要する経費の委託料について、平等割を8/100、人口割を72/100、
及び６５歳以上人口割を20/100とした。

実施中 実施中

介護認定審査会において、認定調査に基づく一次判定結果と認定調査
の特記事項、主治医意見書を資料として、要介護認定の申請をされた
案件の審査を行うため、医療・保健・福祉の各分野の委員７０名を１
０の合議体に振り分け、厚生労働省の二次判定の手順に従い審査判定
を行う。また、委員の任期は２年であり、隔年、関係団体に推薦依頼
を行い、委嘱に伴う辞令交付式および委員の研修会を行う。なお、各
合議体での審査判定の平準化を図るため、意見交換、事例検討等調整
機能の場として会長・副会長及び各合議体の代表者による運営部会を
実施する。

介護認定審査会において、認定調査に基づく一次判定結果と認定調査
の特記事項、主治医意見書を資料として、要介護認定の申請をされた
案件の審査を行うため、医療・保健・福祉の各分野の委員７０名を１
０の合議体に振り分け、厚生労働省の二次判定の手順に従い審査判定
を行う。また、委員の任期は２年であり、隔年、関係団体に推薦依頼
を行い、委嘱に伴う辞令交付式および委員の研修会を行う。なお、各
合議体での審査判定の平準化を図るため、意見交換、事例検討等調整
機能の場として会長・副会長及び各合議体の代表者による運営部会を
実施する。

介護認定審査会において、認定調査に基づく一次判定結果と認定調査
の特記事項、主治医意見書を資料として、要介護認定の申請をされた
案件の審査を行うため、医療・保健・福祉の各分野の委員７０名を１
０の合議体に振り分け、厚生労働省の二次判定の手順に従い審査判定
を行う。また、委員の任期は２年であり、隔年、関係団体に推薦依頼
を行い、委嘱に伴う辞令交付式および委員の研修会を行う。なお、各
合議体での審査判定の平準化を図るため、意見交換、事例検討等調整
機能の場として会長・副会長及び各合議体の代表者による運営部会を
実施する。

介護認定審査会において、認定調査に基づく一次判定結果と認定調査
の特記事項、主治医意見書を資料として、要介護認定の申請をされた
案件の審査を行うため、医療・保健・福祉の各分野の委員７０名を１
０の合議体に振り分け、厚生労働省の二次判定の手順に従い審査判定
を行う。また、委員の任期は２年であり、隔年、関係団体に推薦依頼
を行い、委嘱に伴う辞令交付式および委員の研修会を行う。なお、各
合議体での審査判定の平準化を図るため、意見交換、事例検討等調整
機能の場として会長・副会長及び各合議体の代表者による運営部会を
実施する。

介護認定審査会において、認定調査に基づく一次判定結果と認定調査
の特記事項、主治医意見書を資料として、要介護認定の申請をされた
案件の審査を行うため、医療・保健・福祉の各分野の委員７０名を１
０の合議体に振り分け、厚生労働省の二次判定の手順に従い審査判定
を行う。また、委員の任期は２年であり、隔年、関係団体に推薦依頼
を行い、委嘱に伴う辞令交付式および委員の研修会を行う。なお、各
合議体での審査判定の平準化を図るため、意見交換、事例検討等調整
機能の場として会長・副会長及び各合議体の代表者による運営部会を
実施する。

意見

令和４年4 月１日より玄海町と唐津市における介護保険の要介護認定
に係る事務の委託に関する規約の一部を変更し、委託事務の管理及び
執行に要する経費の委託料について、平等割を8/100、人口割を
72/100、及び６５歳以上人口割を20/100 とした。
当面の懸念事項なし。

介護認定審査会委員の構成として４０名の医師を唐津東松浦医師会よ
り推薦していただいているが、承諾していただける医師が少なく、任
期満了（２年任期）の改選時に定数割れすることが増加している。現
状として医師会に切にお願いし何とか定数を保持している状態であ
り、今後審査会委員の定数を保持できない可能性があるのが課題。

介護認定審査会委員の構成として４０名の医師を唐津東松浦医師会よ
り推薦していただいているが、承諾していただける医師が少なく、任
期満了（２年任期）の改選時に定数割れすることが増加している。現
状として医師会に節にお願いし何とか定数を保持している状態であ
り、今後審査会委員の定数を保持できない可能性があるのが課題と
なっている。

介護認定に係る事務委託については、令和４年からの委託料の見直しにつながった。しかしながら、委託料については、５年の経過を目途に現在の負担率が適正か検討を行う。

資料② 各年度協議状況一覧

なし なし なし

令和４年度に委託料算定率の見直しを行ったが、５年を経過する令和
８年度に現在の率が適正か検討・協議する必要がある。（その際に、
介護認定審査会委員の確保に相当苦慮していることから、この点も踏
まえた検討・協議をお願いできれば。）

唐津市長：介護認定は、どうしても逃げることはできない引き続き充
実を図る必要がある

介護認定審査会委員の構成として４０名の医師を唐津東松浦医師会よ
り推薦していただいているが、承諾していただける医師が少なく、任
期満了（２年任期）の改選時に定数割れすることが増加している。現
状として医師会にお願いし何とか定数を保持している状態であり、今
後、審査会委員の定数を保持できるよう検討する。

実施中 実施中
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３－④ 事業名

件名

区分
進捗状況

事業概要

協議事項

特記

唐津市 玄海町 唐津市 玄海町 唐津市 玄海町 唐津市 玄海町 唐津市 玄海町
現在、審査会の運営に係る必要経
費について検討を重ねており、玄
海町が審査会に出席した場合につ
いては、開催経費にかかる負担割
合として、経費総額（人件費含
む）２分の１を負担すべきと考え
ている。
人件費：部長、副部長、課長、係
長、係員（４名）合計８名の平均
とする。（手当・共済費含む）

審査会運営に係る必要経費につい
ては、現在唐津市と協議中である
が、今後も唐松地域共生協議会を
通じて唐津市障がい者支援課と検
討していきたい。

なし なし 令和３年度に、玄海町と唐津市に
おける障害支援区分の審査判定に
係る事務の委託に関する規約の変
更を済ませ、委託料算定率の見直
しを行った。令和４年度から、新
算定率による委託料を受け入れて
おり、令和５年度は、その額４０
１千円の予定。当面の懸案事項は
ない。

令和３年度に唐津市と玄海町にお
ける障害支援区分の審査判定に係
る事務の委託に関する規約の変更
を行い、委託料算定率の見直しを
行った。令和４年度からは新算定
率により委託を行い、当面の懸案
事項はない。

令和３年度に、玄海町と唐津市に
おける障害支援区分の審査判定に
係る事務の委託に関する規約の変
更を済ませ、委託料算定率の見直
しを行った。令和４年度から、新
算定率による委託料を受け入れて
おり、令和６年度は、その額３８
９千円の予定。当面の懸案事項は
ない。

令和３年度に唐津市と玄海町にお
ける障害支援区分の審査判定に係
る事務の委託に関する規約の変更
を行い、委託料算定率の見直しを
行った。令和４年度からは新算定
率により委託を行い、当面の懸案
事項はない。

令和３年度に、玄海町と唐津市に
おける障害支援区分の審査判定に
係る事務の委託に関する規約の変
更を済ませ、委託料算定率の見直
しを行った。令和４年度
から、新算定率による委託料を受
け入れており、令和７年度は、そ
の額３８７千円の予定。当面の懸
案事項はない。

令和３年度に唐津市と玄海町にお
ける障害支援区分の審査判定に係
る事務の委託に関する規約の変更
を行い、委託料算定率の見直しを
行った。令和４年度からは新算定
率により委託を行い、当面の懸案
事項はない。

課題・懸案

協議すべき事項

協議会意見

総括

R7

障がい者が障害者総合支援法における障害福祉サービスを利用する際
には、障害支援区分の認定を受ける必要があるため、その区分の判定
を行う審査会を設置するもの。審査会（２次判定）は、認定調査員が
行った１次判定結果、医師意見書及び特記事項を踏まえ、調査を行
い、障害支援区分を非該当又は区分１～６に判定し、その結果を市に
報告する。

障がい者が障害者総合支援法における障害福祉サービスを利用する際
には、障害支援区分の認定を受ける必要があるため、その区分の判定
を行う審査会を設置するもの。審査会（２次判定）は、認定調査員が
行った１次判定結果、医師意見書及び特記事項を踏まえ、調査を行
い、障害支援区分を非該当又は区分１～６に判定し、その結果を市に
報告する。

令和４年度から新算定率により委託料を算定、当面の懸案事項はな
い。

令和４年度から新算定率により委託料を算定、当面の懸案事項はな
い。

令和４年度から新算定率により委託料を算定、当面の懸案事項はな
い。

事務委託 事務委託 事務委託 事務委託 事務委託

障害支援区分審査判定業務 障害支援区分審査判定業務 障害支援区分審査判定業務 障害支援区分審査判定業務について 障害支援区分審査判定業務について

障害支援区分審査判定業務について

R3 R4 R5 R6

平成１８年より玄海町より受託し共同で認定審査会を実施している。
令和２年度より、玄海町からの受託事務の負担金について検討を重ね
ている。
令和４年～令和７年までの唐津市事業費については、人件費（手当・
共済費含む）を加算している。
令和４年～令和７年の玄海町の事業費については、唐松地域共生協議
会の幹事会において負担割合（平等割等）の協議を行い、事業費が変
動する可能性があるため協議と記載する。

平成１８年より玄海町より受託し共同で認定審査会を実施している。
令和２年度より、玄海町からの受託事務の負担金について検討を重ね
た。
令和５年～令和７年までの唐津市事業費については、人件費（手当・
共済費含む）を加算している。

平成１８年より玄海町より受託し共同で認定審査会を実施している。
令和２年度より、玄海町からの受託事務の負担金について検討を重ね
た。

平成１８年より玄海町より受託し共同で認定審査会を実施している。
令和２年度より、玄海町からの受託事務の負担金について検討を重ね
た。

平成１８年より玄海町より受託し共同で認定審査会を実施している。
令和２年度より、玄海町からの受託事務の負担金について検討を重ね
た。

実施中 実施中

障がい者が障害者総合支援法における障害福祉サービスを利用する際
には、障害支援区分の認定を受ける必要があるため、その区分の判定
を行う審査会を設置するもの。
認定調査員が全国統一の調査項目及び調査票により概況調査、心身の
状態についてアセスメント調査（８０項目）、その他の特記事項につ
いて調査したものを専用ソフトにより１次判定を行う。審査会（２次
判定）は、その１次判定結果、医師意見書及び特記事項を踏まえ、調
査を行い、障害支援区分を非該当又は区分１～６に判定し、その結果
を市に報告する。
２合議体とし、１合議体は５人で構成する。委員の職種は、精神科
医、理学療法士、作業療法士等で構成する。

障がい者が障害者総合支援法における障害福祉サービスを利用する際
には、障害支援区分の認定を受ける必要があるため、その区分の判定
を行う審査会を設置するもの。
認定調査員が全国統一の調査項目及び調査票により概況調査、心身の
状態についてアセスメント調査（８０項目）、その他の特記事項につ
いて調査したものを専用ソフトにより１次判定を行う。審査会（２次
判定）は、その１次判定結果、医師意見書及び特記事項を踏まえ、調
査を行い、障害支援区分を非該当又は区分１～６に判定し、その結果
を市に報告する。
２合議体とし、１合議体は５人で構成する。委員の職種は、精神科
医、理学療法士、作業療法士等で構成する。

障がい者が障害者総合支援法における障害福祉サービスを利用する際
には、障害支援区分の認定を受ける必要があるため、その区分の判定
を行う審査会を設置するもの。
認定調査員が全国統一の調査項目及び調査票により概況調査、心身の
状態についてアセスメント調査（８０項目）、その他の特記事項につ
いて調査したものを専用ソフトにより１次判定を行う。審査会（２次
判定）は、その１次判定結果、医師意見書及び特記事項を踏まえ、調
査を行い、障害支援区分を非該当又は区分１～６に判定し、その結果
を市に報告する。
２合議体とし、１合議体は５人で構成する。委員の職種は、精神科
医、理学療法士、作業療法士等で構成する。

障がい者が障害者総合支援法における障害福祉サービスを利用する際
には、障害支援区分の認定を受ける必要があるため、その区分の判定
を行う審査会を設置するもの。
認定調査員が全国統一の調査項目及び調査票により概況調査、心身の
状態についてアセスメント調査（８０項目）、その他の特記事項につ
いて調査したものを専用ソフトにより１次判定を行う。審査会（２次
判定）は、その１次判定結果、医師意見書及び特記事項を踏まえ、調
査を行い、障害支援区分を非該当又は区分１～６に判定し、その結果
を市に報告する。
２合議体とし、１合議体は５人で構成する。委員の職種は、精神科
医、理学療法士、作業療法士等で構成する。

障がい者が障害者総合支援法における障害福祉サービスを利用する際
には、障害支援区分の認定を受ける必要があるため、その区分の判定
を行う審査会を設置するもの。
認定調査員が全国統一の調査項目及び調査票により概況調査、心身の
状態についてアセスメント調査（８０項目）、その他の特記事項につ
いて調査したものを専用ソフトにより１次判定を行う。審査会（２次
判定）は、その１次判定結果、医師意見書及び特記事項を踏まえ、調
査を行い、障害支援区分を非該当又は区分１～６に判定し、その結果
を市に報告する。
２合議体とし、１合議体は５人で構成する。委員の職種は、精神科
医、理学療法士、作業療法士等で構成する。

意見

令和4 年4 月１日より玄海町と唐津市における介障害支援区分の審査
判定に係る事務の委託に関する規約の一部を変更し、委託料算定率の
見直しを行った。令和4 年度から、新算定率による委託料391 千円
（令和３年度は64 千円）を受け入れる予定。
当面の懸案事項はない。

令和４年度から新算定率により委託料を算定、当面の懸案事項はな
い。

令和４年度から新算定率により委託料を算定、当面の懸案事項はな
い。

従前から、玄海町分も唐津市で月に１度開催される障害支援区分審査会で判定業務を行っており、ここ５年で特に進展があったものはない。令和４年度から、新算定率による委託料を受け入れることになった。

資料② 各年度協議状況一覧

なし なし なし

なし

令和３年度に、玄海町と唐津市における障害支援区分の審査判定に係
る事務の委託に関する規約の変更を済ませ、委託料算定率の見直しを
行った。
令和４年度から新算定率により委託料を算定、事業費負担割合は妥当
であり当面の懸案事項はない。

実施中 実施中
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３－⑤ 事業名

件名

区分
進捗状況

事業概要

協議事項

特記

唐津市 玄海町 唐津市 玄海町 唐津市 玄海町 唐津市 玄海町 唐津市 玄海町
市町の必須事業である障害者相談
支援事業に加え、地域における相
談支援の中核的な役割を担う基幹
相談支援センターを設置し、玄海
町と共同で今年度から実施してい
る事業。事業実施により、自立し
た日常生活又は社会生活を営む障
がいのある方が増加することを期
待している。

本事業により障害者相談支援事業
と基幹相談支援センターの委託を
行うことができた。従前は町の窓
口だけで相談を受けていたが、こ
の事業により相談者が専門的な指
導助言等を受けることができるよ
うなっており、今後もより良い支
援を行えるように共同で行ってい
きたいと考えている。

相談者と継続して長く関わってい
く事業であり、障がいのある方と
の信頼関係の構築を考えると、唐
津市、玄海町双方で債務負担行為
の設定を行い複数年契約で業務を
進めたい。
令和８年度から１０年度までの３
年間で債務負担行為を設定し、玄
海町と共同で運営することで、県
内北部圏域の連携が強化され一層
のサポート体制の構築を図る。

令和６、７年度と単年度契約を
行っていたが、今後計画的な運営
を行うために、令和８年度から１
０年度までの３年契約による計画
的な運営を行っていきたい。

課題・懸案

協議すべき事項

協議会意見

総括

R7

事業実施により、自立した日常生活又は社会生活を営む障がいのある
方が増加することを期待している。障がい福祉サービス事業者等の他
機関との連携強化によるサポート体制が見込まれる。

事業実施により、自立した日常生活又は社会生活を営む障がいのある
方が増加することを期待している。障がい福祉サービス事業者等の他
機関との連携強化によるサポート体制が見込まれる。

新規　共同事業 共同事業

北部地域障がい者相談支援センター運営業務について 北部地域障がい者相談支援センター運営業務

北部地域障がい者相談支援センター運営業務

R3 R4 R5 R6

令和６年度より玄海町と共同で北部地域障がい者相談支援センター運
営業務を実施している。

令和６年度より玄海町と共同で北部地域障がい者相談支援センター運
営業務を実施している。

実施中 実施中

佐賀県北部圏域における相談支援事業が適正かつ円滑に実施されるよ
う、一般的な相談支援事業に加え、特に必要と認められる能力を有す
る専門的職員を基幹相談支援センターに配置することや、基幹相談支
援センター等が地域における相談支援事業者等に対する専門的な指
導・助言、情報収集・提供、人材育成の支援、地域移行に向けた取組
等を実施することにより、相談支援機能の強化を図る。

佐賀県北部圏域における相談支援事業が適正かつ円滑に実施されるよ
う、一般的な相談支援事業に加え、特に必要と認められる能力を有す
る専門的職員を基幹相談支援センターに配置することや、基幹相談支
援センター等が地域における相談支援事業者等に対する専門的な指
導・助言、情報収集・提供、人材育成の支援、地域移行に向けた取組
等を実施することにより、相談支援機能の強化を図る。

意見

今年度から唐津市と玄海町の共同で実施している事業。令和６年４月
１日に取り交わした協定書により、業務内容及び負担割合を協定して
おり、今後もより良い支援を行えるように共同で行っていきたい。
負担割合については、障害支援区分審査判定業務の算定率を準用。
共同で行うことで、県内北部圏域の連携強化によるサポート体制が構
築され支援につながる。
相談件数実績（令和５年度）　　相談件数見込（令和６年度）
　唐津市　7,244件　　　　　　　唐津市　10,000件
　玄海町　  592件　　　　　　　玄海町　   700件

令和６年度より玄海町と共同で北部地域障がい者相談支援センター運営業務を実施している。地域の障がい福祉に関する相談及び支援の中核的な役割を担い、他機関と連携して地域に住む障がいある人のサポートを行うことで、障がい福祉の発展につながった。令和６年度の相談等件数は１４，４５７件。

資料② 各年度協議状況一覧

なし

引き続き玄海町と共同で運営することで、県内北部圏域の連携が強化
され一層のサポート体制の構築を図ることが必要であるため、令和８
年度から１０年度までの３年間で債務負担行為を設定する旨調整し、
９月議会に議案を提出している。

当該事業は、相談者と継続して長く関わっていく必要がある事業であ
り、障がいのある方との信頼関係の構築を考えると、唐津市、玄海町
双方で債務負担行為の設定を行い複数年契約で業務を進めることとし
たい。
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４－① 事業名

件名

区分
進捗状況

事業概要

協議事項

特記

唐津市 玄海町 唐津市 玄海町 唐津市 玄海町 唐津市 玄海町 唐津市 玄海町
導入している端末、ソフトの統
一。
端末の持ち帰り学習の検討。

※次回端末導入検討。（令和８年
度予定）

導入している端末、ソフトの統
一。
端末の持ち帰り学習の検討。

※現在の端末の賃貸借期間は、
Ｒ2年9月～Ｒ6年8月までの４年間
としている。

なし
※端末の更新予定 令和８年度

なし
※端末の更新予定 令和６年度

導入している端末、ソフトの統
一。
端末の持ち帰り学習の検討。

※次回端末導入検討。（令和８年
度予定）

・導入している端末、ソフトの統
一。
端末の持ち帰り学習の検討。

※現在の端末の賃貸借期間は、
Ｒ2年9月～Ｒ6年8月までの４年間
としている。

・次回の端末更新（Ｒ８）の財源
について、１台５万５千円上限、
補助台数が児童生徒の３分の２、
予備機は15%以内と制限はあるもの
の国による補助が決定している
が、自治体負担分の財源確保が必
要。
・破損等による修理費用が増加
し、財政負担となっている。
・パソコン教室は、小中学校とも
に現在のリース期間満了をもって
廃止する。
・令和５年度は毎週の持ち帰りを
推進した。

・今年度端末を更新した。（サー
フィス導入。軽く丈夫で、スト
レージ等も余裕があり、プログラ
ミング学習等ある程度対応し得る
スペックとした。）
・学習支援ソフトには、唐津市と
同じミライシードを採用。
・パソコン教室を今年度から廃止
した。
・令和５年度は長期休業中及び臨
時休校時に持ち帰りを実施。

・県の共同調達会議に参加し、Ｒ
８年度更新に向けて、端末の仕様
等を協議している。学習支援ソフ
トは、現在導入しているソフトを
継続する。
・公立学校情報機器整備事業に係
る交付金を受けるため、各種計画
を策定しＨＰで公表した。
・毎週末の持ち帰りを推進。（冬
休み期間は特に持ち帰りを推進し
た。）

・Ｒ６年度に端末の更新を行い、
唐津市と同じ学習支援ソフトを導
入した。
・現端末は４年リース。次期更新
時は来年度更新の唐津市を参考に
検討したい。
・端末の持ち帰りが進まない。子
どもに何をさせるか、どのように
興味関心を持たせればよいか。
・学校での端末活用について、Ｉ
ＣＴ支援員の支援を受けながら
徐々に進めている。
・タブレットと今後導入する校務
支援システムの機能を活用して、
子どもたちの状況を効率的に把握
し、教員の負担軽減を図りたい。

課題・懸案

協議すべき事項

協議会意見

総括

R7

ＧＩＧＡスクール構想に基づき１人１台端末と高速大容量の通信ネッ
トワークを一体的に整備し、多様な子供達を誰一人取り残すことのな
く公正に資質・能力が一層確実に育成できる教育環境を実現するも
の。

ＧＩＧＡスクール構想に基づき１人１台端末と高速大容量の通信ネッ
トワークを一体的に整備し、多様な子供達を誰一人取り残すことのな
く公正に資質・能力が一層確実に育成できる教育環境を実現するも
の。

学習支援ソフトは現在使用しているものが異なるため、今後の選定に
向けて、研修会などの実施により使用感などの共有を図ることを検討
している。また、端末に必要なスペックは用途にあわせて選定するた
め、費用対効果を含め、活用方法を検討していく必要がある。

学習支援ソフトは唐津市玄海町とも同じソフトを導入。今後活用方法
など情報共有を行いたい。端末の活用が進むにつれて修理費用が増加
しているため、修理費用の自己負担に関する基準の検討が必要。端末
使用の指導について、教員の指導レベルの底上げをどのように行って
いくか今後検討が必要。

学習支援ソフトは唐津市玄海町とも同じソフトを導入。今後活用方法
など情報共有を行いたい。端末の活用が進むにつれて修理費用が増加
しているため、修理費用の自己負担に関する基準の検討が必要。端末
使用の指導について、教員の指導レベルの底上げをどのように行って
いくか今後検討が必要。

新規提案 共同事業 共同事業 共同事業 共同事業

ＧＩＧＡスクール支援事業 ＧＩＧＡスクール支援事業 ＧＩＧＡスクール支援事業 ＧＩＧＡスクール支援事業について ＧＩＧＡスクール支援事業について

ＧＩＧＡスクール支援事業について

R3 R4 R5 R6

唐津市・玄海町がいろいろな協議を行い児童生徒の学びの向上を基本
に導入をしている。次回の導入にあたっても学びの向上を基本に両方
が導入を行っていく。学校職員の異動にも直ぐに対処できるように同
じ端末、ソフトの導入を検討する必要がある。

唐津市・玄海町がいろいろな協議を行い児童生徒の学びの向上を基本
に導入をしている。次回の導入にあたっても学びの向上を基本に両方
が導入を行っていく。学校職員の異動にも直ぐに対処できるように同
じ端末、ソフトの導入を検討する必要がある。

唐津市・玄海町がいろいろな協議を行い児童生徒の学びの向上を基本
に導入をしている。次回の導入にあたっても学びの向上を基本に両方
が導入を行っていく。学校職員の異動にも直ぐに対処できるように同
じ端末、ソフトの導入を検討する必要がある。
令和５年６月、玄海町みらい学園にて、玄海町の現有の端末・ソフト
の研究を行った。
今後、唐津市の現有端末・ソフトについての研究を行う予定。

唐津市・玄海町がいろいろな協議を行い児童生徒の学びの向上を基本
に導入をしている。次回の導入にあたっても学びの向上を基本に両方
が導入を行っていく。学校職員の異動にも直ぐに対処できるように同
じ端末、ソフトの導入を検討する必要がある。
令和５年６月、玄海町みらい学園にて、玄海町の現有の端末・ソフト
の研究を行った。
今後、唐津市の現有端末・ソフトについての研究を行う予定。

唐津市・玄海町がいろいろな協議を行い児童生徒の学びの向上を基本
に導入をしている。次回の導入にあたっても学びの向上を基本に両方
が導入を行っていく。学校職員の異動にも直ぐに対処できるように同
じ端末、ソフトの導入を検討する必要がある。
令和５年６月、玄海町みらい学園にて、玄海町の現有の端末・ソフト
の研究を行った。
今後、唐津市の現有端末・ソフトについての研究を行う予定。

実施中 実施中

文部科学省が推進するＧＩＧＡスクール構想に基づき、１人１台端末
と、高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備することで、特別
な支援を必要とする子供を含め、多様な子供達を誰一人取り残すこと
のなく、公正に個別最適化され、資質・能力が一層確実に育成できる
教育環境を実現するもの。

文部科学省が推進するＧＩＧＡスクール構想に基づき、１人１台端末
と、高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備することで、特別
な支援を必要とする子供を含め、多様な子供達を誰一人取り残すこと
のなく、公正に個別最適化され、資質・能力が一層確実に育成できる
教育環境を実現するもの。

文部科学省が推進するＧＩＧＡスクール構想に基づき、１人１台端末
と、高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備することで、特別
な支援を必要とする子供を含め、多様な子供達を誰一人取り残すこと
のなく、公正に個別最適化され、資質・能力が一層確実に育成できる
教育環境を実現するもの。

文部科学省が推進するＧＩＧＡスクール構想に基づき、１人１台端末
と、高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備することで、特別
な支援を必要とする子供を含め、多様な子供達を誰一人取り残すこと
のなく、公正に個別最適化され、資質・能力が一層確実に育成できる
教育環境を実現するもの。

文部科学省が推進するＧＩＧＡスクール構想に基づき、１人１台端末
と、高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備することで、特別
な支援を必要とする子供を含め、多様な子供達を誰一人取り残すこと
のなく、公正に個別最適化され、資質・能力が一層確実に育成できる
教育環境を実現するもの。

意見

上記意見等にも記載のとおり、端末の更新時期が唐津市より玄海町の
方が早いため、導入している端末、ソフトについては今後協議を行っ
ていく。
また、その他（端末の持ち帰りの整備、デジタル教科書導入等の対
応）についても協議を進めていく。

・学習ｅ-ポータル（学校教育に適した共通で必要な学習管理機能を備
えたソフトウェアシステム）は、同一の「Ｌ-Ｇａｔｅ」を使用してい
る。
・学習支援ソフトは現在使用しているものが異なるため、今後の選定
に向けて、研修会などの実施により使用感などの共有を図ることを検
討。
・端末に必要なスペックは用途にあわせて選定するため、費用対効果
を含め、活用方法を検討していく必要がある。

・活用が進むにつれて端末の修理費用が増加しているが、子どもたち
の学びを止めないためにも、予備機の活用と合わせて市負担で修理を
行っている。次回端末の更新に合わせて、修理費用の自己負担に関す
る基準の検討が必要。
・公立学校情報機器整備事業に係る交付金を受けるため、今年度中に
端末更新計画だけでなく、校務ＤＸ計画、一人一台端末の利活用に係
る計画など盛り込んだ計画の策定が必要である。
・学習ソフトは、端末更新のタイミングで唐津市と同じ学習ソフトを
玄海町が導入されたので、今後、活用方法など情報共有を行いたい。

令和６年度より、両市町の学習支援ソフトを統一することが実現した。これにより、教職員の異動があった場合でも、操作方法や指導環境の違いによる混乱が生じにくくなり、教育の質の維持・向上に寄与している。
　また、端末破損時の修繕負担の切り分けや、持ち帰り学習の推進など、両市町が共通して悩む課題について、定期的に意見交換を行い、修繕負担については、保護者負担の在り方や自治体の支援制度の違いを踏まえながら、今後の制度設計に向けた方向性を共有することができた。
　両市町が同じ課題に向き合い協議を重ねることで、今後の教育ICT推進における大きな土台となった。

資料② 各年度協議状況一覧

なし
なし

・一人一台端末を使用して行う指導については、得意不得意があり、
指導のレベルや端末を使用する頻度は教員により異なっている。情報
部会（唐津市、玄海町）において、一人一台端末を活用した指導方法
について意見交換や情報共有を行っている。どのようにして指導レベ
ルの底上げを行っていくか今後検討が必要である。

なし

唐津市長：玄海町は小中一貫校みらい学園で、唐津は小中学校が５１
校、GIGAスクールに関してはできてる学校と、できていない学校があ
る。足並みがそろいつつあるが、自宅学習には通信ネットワークの弱
さが課題。唐津市で通信ネットワークの整備を行い解消できるので
は。
唐津市長：互い持っている書庫を一緒に有効的に利用できれば。昔
あった巡回図書なども含めて、町立図書館と近代図書館が一緒になっ
て繋げていければ

玄海町長：教職員、先生、使われる方は唐津・玄海で同じ方が使われ
る、玄海町と唐津市と機械が違うとなると学びなおしが必要なる。機
械の更新に関しては、協議をしながらお互い使いやすいものを選定す
る必要がある。ソフトやアプリも費用を兼ね合いも考えながら、唐津
市と一緒に導入の仕方を考えたい。

玄海町長：GIGAスクール支援事業は学習支援ソフトを唐津市と同じも
のを採用していくことが重要
唐津市長：機器のリプレースが令和8年で、1台5万5,000円以上。国に
も責任もってやってくれということを、全国市長会の方から要望して
いる状況。

・活用が進むにつれて、経年劣化による不具合等で修理が増加してい
る。子どもたちの学びを止めないため、予備機の活用と合わせて市負
担で修理を行っている。次回端末の更新に合わせて、修理費用の自己
負担のルール策定が必要。
・端末の持ち帰りについては、学校での活用も含めて教師側の準備も
必要であり、唐津市と玄海町の教職員で組織する情報教育部会でのこ
れまでの情報共有に加え、より実践的な活用方法を共有し、教員の指
導力向上並びに端末活用推進を進める必要がある。
・子どもたちの心身や成績の状況などを一体的に管理し、教員の負担
軽減を図れるよう校務支援システムの導入検討が必要。
・学習効果の高いプログラミング学習ソフトの選定が必要。

速やかに協議開始 実施中 実施中
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４－② 事業名

件名

区分
進捗状況

事業概要

協議事項

特記

唐津市 玄海町 唐津市 玄海町 唐津市 玄海町 唐津市 玄海町 唐津市 玄海町
現在、運営費用のみ玄海町より負
担金をいただいているが、本部施
設の維持管理費等や事務経費につ
いての負担をどうするか。

・事業のひとつである「子育て緊
急サポートセンター運営業務」実
施について、合同実施と位置づけ
られているため、代表市町でない
当町は、国へ単独での補助申請が
できない。
・利用実績がほぼない状況での利
用促進の手段をどうすべきか。

現在、事業についてはそれぞれ委
託業者と契約を行っている。その
ひとつについて、合同実施とした
場合、交付金申請の事務経費や本
部施設の維持管理費の負担内容等
についての協議が必要かと思われ
る。

事業のひとつである「子育て緊急
サポートセンター運営業務」実施
について、合同実施と位置づけら
れているため、代表市町でない当
町は、国へ単独での補助申請がで
きていない。

唐津市では子育て支援情報セン
ター（りんく）や保育所等で地域
子育て支援拠点事業を実施。
令和４年度から厳木保健センター
内で「出張ひろばサテライト」を
開始した。
※厳木地区は事業の未実施区域で
あった。

玄海町では地域子育て支援拠点事
業を実施していないため、玄海町
地域で「出張ひろばサテライト」
を実施してほしい。

子ども・子育て支援事業（利用者
支援事業、子育て緊急サポートセ
ンター事業、病後児保育事業、地
域子育て支援拠点事業）のうち、
「地域子育て支援拠点事業」のみ
合同での実施をしていない。合同
実施を拡充することで、「関係人
口」の創出拡大を図ることがで
き、人材確保等の期待もできると
考える。

玄海町からの利用者が少ない状況
であり、子育て中の方の認知度が
低いと考えている。
　広報誌や行政放送、ホームペー
ジを活用して、認知度向上を図
り、利用者増加につなげたい。

子ども・子育て支援事業（利用者
支援事業、子育て緊急サポートセ
ンター事業、病後児保育事業、地
域子育て支援拠点事業）のうち、
「地域子育て支援拠点事業」のみ
合同での実施をしていない。合同
実施を拡充することで、「関係人
口」の創出拡大を図ることがで
き、人材確保等の期待もできると
考える。

子ども・子育て支援事業の知名度
を上げ町内の利用者を増やすた
め、町のホームページへ事業内容
を掲載し、案内文書を全戸配布し
て周知を行った。
　地域子育て支援拠点事業の合同
実施については、町内の保育所を
利用する保護者等にアンケートを
実施し、事業実施の検証を行って
いきたい。

課題・懸案

協議すべき事項

協議会意見

総括

R7

子育てに関する情報提供や専門員による相談・援助から、子育て施設
を円滑に利用できる支援などを包括的に実施することで、子育て家庭
支援を機能強化を図るもの。相互援助活動による送迎・一時預かりや
病後児保育などにより、安心して子育てができる環境を整えること
で、仕事と子育ての両立支援を推進するもの。

子育てに関する情報提供や専門員による相談・援助から、子育て施設
を円滑に利用できる支援などを包括的に実施することで、子育て家庭
支援を機能強化を図るもの。相互援助活動による送迎・一時預かりや
病後児保育などにより、安心して子育てができる環境を整えること
で、仕事と子育ての両立支援を推進するもの。

子育て支援情報センターで実施している事業を合同で行う（玄海町民
の利用受入）には、玄海町の事業に要する経費の負担が必要となる。
また、玄海町地域での「出張ひろばサテライト」の実施に向けて、玄
海町におけるニーズの確認や負担する費用などについて、協議を行っ
ていく。

子育て支援情報センターで実施している事業を合同で行う（玄海町民
の利用受入）には、玄海町の事業に要する経費の負担が必要となる。
また、玄海町地域での「出張ひろばサテライト」の実施に向けて、玄
海町におけるニーズの確認や負担する費用などについて、協議を行っ
ていく。

子育て支援センターで実施している事業を合同で行う（玄海町民の利
用受入）には、玄海町の事業に要する経費の負担が必要となるため、
負担割合の調整を行っている。また、唐松地域の子ども・子育て世帯
が、利用しやすい集いの場を充実するため東部に厳木地区、西部の玄
海町に設置することが可能か協議を継続していく。

共同事業 共同事業 共同事業 共同事業 共同事業

子ども・子育て支援事業 子ども・子育て支援事業 子ども・子育て支援事業 子ども・子育て支援事業について 子ども・子育て支援事業について

子ども・子育て支援事業について

R3 R4 R5 R6

これまで唐津市が実施計画をし、玄海町は委託料を人口割等で案分し
負担している状況である。
　今後は、地域共生実現のため、運営業務について合同で計画を行い
連携し更なる子育て家庭支援の強化を図る。

これまで唐津市が実施計画をし、玄海町は委託料を人口割等で案分し
負担している状況である。
　今後は、地域共生実現のため、運営業務について合同で計画を行い
連携し更なる子育て家庭支援の強化を図る。

　これまで唐津市が実施計画をし、玄海町は委託料を人口割等で案分
し負担している状況である。
　今後は、地域共生実現のため、運営業務について合同で計画を行い
連携し更なる子育て家庭支援の強化を図る。

これまで唐津市が実施計画をし、玄海町は委託料を人口割等で案分し
負担している状況である。
　今後は、地域共生実現のため、運営業務について合同で計画を行い
連携し更なる子育て家庭支援の強化を図る。

　子ども・子育て支援事業のうち利用者支援事業、子育て緊急サポー
トセンター事業及び病後児保育事業の３事業において合同実施を行っ
ている。
　今後も、乳幼児及びその保護者が相互に交流を行う「地域子育て支
援拠点事業」の合同実施に向け協議を継続していく。

実施中 実施中

子育てに関する情報提供や専門員による相談・援助から、子育て施設
を円滑に利用できる支援などを包括的に実施することで、子育て家庭
支援を機能強化を図るもの。
　相互援助活動による送迎・一時預かりや病後児保育などにより、安
心して子育てができる環境を整えることで、仕事と子育ての両立支援
を推進するもの。

子育てに関する情報提供や専門員による相談・援助から、子育て施設
を円滑に利用できる支援などを包括的に実施することで、子育て家庭
支援を機能強化を図るもの。
　相互援助活動による送迎・一時預かりや病後児保育などにより、安
心して子育てができる環境を整えることで、仕事と子育ての両立支援
を推進するもの。

子育てに関する情報提供や専門員による相談・援助から、子育て施設
を円滑に利用できる支援などを包括的に実施することで、子育て家庭
支援を機能強化を図るもの。
　相互援助活動による送迎・一時預かりや病後児保育などにより、安
心して子育てができる環境を整えることで、仕事と子育ての両立支援
を推進するもの。

子育てに関する情報提供や専門員による相談・援助から、子育て施設
を円滑に利用できる支援などを包括的に実施することで、子育て家庭
支援を機能強化を図るもの。
　相互援助活動による送迎・一時預かりや病後児保育などにより、安
心して子育てができる環境を整えることで、仕事と子育ての両立支援
を推進するもの。

子育てに関する情報提供や専門員による相談・援助から、子育て施設
を円滑に利用できる支援などを包括的に実施することで、子育て家庭
支援を機能強化を図るもの。
　相互援助活動による送迎・一時預かりや病後児保育などにより、安
心して子育てができる環境を整えることで、仕事と子育ての両立支援
を推進するもの。

意見

・令和4 年10 月に委託業者を交えて、新年度事業内容について打ち合
わせを実施。
・国の交付金が活用できる「子育て緊急サポートセンター運営業務」
については、これまでどおり共同での実施形態で行うこととした。
（国が定義する「合同実施」ではない。）
・令和5 年度から国において、こども家庭庁の設置が予定されてお
り、既存事業の利便性向上を含め、新たな事業を展開する際には、引
き続き連携し、協議していきたい。

・子ども・子育て支援事業（利用者支援事業、子育て緊急サポートセ
ンター事業、病後児保育事業、地域子育て支援拠点事業）のうち、
「地域子育て支援拠点事業」は合同で実施をしていない。
・子育て支援情報センターで実施している事業を合同で行う（玄海町
民の利用受入）には、玄海町の事業に要する経費の負担（平等割
８％、人口割７２％、１８歳未満人口割２０％）が必要となる。
・玄海町地域で公共施設等を活用した「出張ひろばサテライト」の実
施に向けて、玄海町におけるニーズの確認や負担する費用などについ
て、協議を行っていく。

「地域子育て支援拠点事業」の合同実施に向け協議を継続していく。
　合同実施を行うため、事務経費や施設の維持管理費等について協議
を継続していく。
　玄海町地域に公共施設等を活用した出張ひろばの実施が可能か協議
を継続していく。

平成１８年から実施していた子育て緊急サポートセンター（通称：ファミサポ）の合同実施については共同での実施形態で行えるように協議を進めることができた。
また、子育て事業の合同実施についても施設利用の共同受け入れが可能になるなど成果に繋がった。

資料② 各年度協議状況一覧

なし なし なし

なし

「地域子育て支援拠点事業」の合同実施に向け協議を継続していく。
・合同実施を行うため、事務経費や施設の維持管理費等について協議
を継続していく。
・「地域子育て支援拠点事業」は、唐津市子育て支援センターと親子
が集う場所を常設することが困難な厳木地区に出張ひろば「サテライ
ト厳木」を開設している。唐松地域の子ども・子育て世帯が、利用し
やすい集いの場が充実するため東部に厳木地区、西部の玄海町に設置
することが可能か協議を継続していく。

実施中 実施中
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４－　 事業名

件名

区分
進捗状況

事業概要

協議事項

特記

唐津市 玄海町 唐津市 玄海町 唐津市 玄海町 唐津市 玄海町 唐津市 玄海町
図書館の共同利用を推進し、図書
サービスの向上を図るため、唐津
市民に対し玄海町民同様の図書貸
出サービスの利用を認めていただ
くようお願いしたい。

唐津市民も本町町民同様の図書貸
出サービスが出来るように本町図
書館管理運用規則を改正し、図書
館の共同利用推進、図書サービス
の向上を図りたい。
本町が計画を進めている図書館等
複合施設の利活用の向上に繋げて
いきたい。

（参考）
令和３年８月の規則改正により、
玄海町民への図書貸出サービスを
開始した。

玄海町立図書館の規則を令和４年
１月に改正し、唐津市内の居住者
へ図書貸出サービスを開始した。

課題・懸案

協議すべき事項

協議会意見

総括

R7

唐津市では、令和3年3月に図書サービス計画を見直し、また令和３年
８月には従来特別の理由がある者として認めていた玄海町民への図書
貸出サービスを開始した。玄海町立図書館においても、唐津市民の利
用を認めることで、施設の相互利用をが推進され、圏域の一体的な図
書サービスの向上が可能となる。

唐津市では令和3年3月に図書サービス計画を見直し、また令和３年８
月には従来特別の理由がある者として認めていた玄海町民への図書貸
出サービスを開始した。玄海町立図書館においても、唐津市民の利用
を認めることで、施設の相互利用をが推進され、圏域の一体的な図書
サービスの向上が可能となる。

新規提案 共同事業

図書館の図書貸出サービスの共同利用 図書館の図書貸出サービスの共同利用

図書館の図書貸出サービスの共同利用

R3 R4 R5 R6

唐津市の施設：近代図書館、相知図書館、各市民センター公民館図書
室
玄海町の施設：玄海町立図書館

玄海町立図書館においても、令和４年１月に規則を改正し、貸出しの
対象に唐津市内に居住する者を追加した。

唐津市では、令和3年3月に図書サービス計画を見直し、市域の南部・
東部・西部にそれぞれ拠点を設け、各拠点と近代図書館との相互連携
により、市全体の図書サービスの向上を図ることを目標としている。
併せて西部(肥前・鎮西・呼子)については、玄海町立図書館との共同
利用を推進することとして、従来特別の理由がある者として認めてい
た玄海町民への図書貸出サービスについて、令和3年8月に規則改正
し、唐津市民同様の取扱いとすることとした。
玄海町立図書館においても、町民同様、唐津市民の利用を認め、施設
の相互利用を推進することで、唐松圏域の一体的な図書サービスの向
上を図る。

唐津市では、令和3年3月に図書サービス計画を見直し、市域の南部・
東部・西部にそれぞれ拠点を設け、各拠点と近代図書館との相互連携
により、市全体の図書サービスの向上を図ることを目標としている。
併せて西部(肥前・鎮西・呼子)については、玄海町立図書館との共同
利用を推進することとして、従来特別の理由がある者として認めてい
た玄海町民への図書貸出サービスについて、令和3年8月に規則改正
し、唐津市民同様の取扱いとすることとした。
玄海町立図書館においても、町民同様、唐津市民の利用を認め、施設
の相互利用を推進することで、唐松圏域の一体的な図書サービスの向
上を図る。

意見

図書館の相互利用を推進し、一体的な図書サービスの向上を図った。

令和３年８月から両市相互での図書貸出サービスを開始し、一体的な図書サービスの向上につながった。サービスの開始に伴い、協議事項からは除外した。

資料② 各年度協議状況一覧

なし

玄海町長：玄海町民を唐津市民と同等に扱ってもらいありがたい。
肥前・呼子・鎮西の方たちも、上場の一つの拠点として玄海町図書館
を利用していただきたい。

速やかに協議開始 完了
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５－① 事業名

件名

区分
進捗状況

事業概要

協議事項

特記

唐津市 玄海町 唐津市 玄海町 唐津市 玄海町 唐津市 玄海町 唐津市 玄海町
受託金の計算方法は投入割のみと
なっているが、施設の維持管理費
も年々上昇しているため、平等割
20％、投入割70％、事務経費10％
にできないか協議が必要

委託金の計算方法は、他市町の状
況等を鑑み協議する必要がある。

特になし 特になし 受託金の計算方法は令和３年度ま
では投入割のみとなっていたが、
協議の結果令和４年度から管理運
営費については投入実績割９
２％、平等割８％に、建設等に要
する経費は、投入実績割８０％、
平等割　１０％、人口割１０％
に、変更（改定）した。

令和４年度からの負担割合変更に
より公平性が増したと捉えている
ので、今後も様子をみていきた
い。

当分の間は、現状の運転管理を継
続することとしているが、施設の
老朽化やLED化など施設の維持補修
費は増大傾向にあると考えてお
り、大規模改修などとなる場合
は、その都度情報を共有していき
たい。
　また、今後は衛生処理センター
統廃合を検討しており、玄海町と
のし尿処理に関して協議を進めて
いきたい。

施設の老朽化やLED化などに伴う費
用増大についても、昨今の状況を
鑑みると避けて通れない課題だと
認識しております。
 　統廃合に係る今後について、協
力関係を深めながら進めていけれ
ばと思います。

当分の間は、現状の運転管理を継
続することとしているが、施設の
老朽化やLED 化など施設の維持補
修費は増大傾向にあると考えてお
り、大規模改修などとなる場合
は、その都度情報を共有していき
た
い。
また、今後は衛生処理センター統
廃合を検討しており、新たな負担
をお願いする場合もあるため、玄
海町とのし尿処理に関して協議を
進めていきたい。

施設の老朽化やLED 化などに伴う
維持修繕費用増大については、昨
今の状況を鑑みると避けて通れな
い課題であり、町民サービスの低
下を招かないよう協議していきた
い。
統廃合について、計画案等生じた
際は適宜共有をお願いしたい。

課題・懸案

協議すべき事項

協議会意見

総括

処理能力：77kl／日、処理方式：膜分離高負荷脱窒素処理方式による
下水処理施設の管理運営業務

処理能力：77kl／日、処理方式：膜分離高負荷脱窒素処理方式による
下水処理施設の管理運営業務。

令和４年度から新算定率により委託料を算定、当面の懸案事項はな
い。

唐津市内の衛生処理センター統廃合に伴う、今後のし尿処理の在り方
について協議を行う必要がある。

唐津市内の衛生処理センター統廃合に伴う、今後のし尿処理の在り方
について協議を行う必要がある。

R7

唐津北部衛生処理センター運営受託事業について

R3 R4 R5 R6

事務委託 事務委託 事務委託 事務委託 事務委託

唐津北部衛生処理センター運営受託事業 唐津北部衛生処理センター運営受託事業について 唐津北部衛生処理センター運営受託事業 唐津北部衛生処理センター運営受託事業について 唐津北部衛生処理センター運営受託事業について

年別処理状況
平成３０年度20,563,850㎏（唐津市18,462,590㎏、玄海町2,101,260
㎏）
令和元年度21,224,860㎏（唐津市18,408,560㎏、玄海町2,816,300㎏）
令和２年度21,968,005㎏（唐津市18,680,075㎏、玄海町3,287,930㎏）

年別処理状況
平成３０年度20,563,850㎏（唐津市18,462,590㎏、玄海町2,101,260
㎏）
令和元年度21,224,860㎏（唐津市18,408,560㎏、玄海町2,816,300㎏）
令和２年度21,968,005㎏（唐津市18,680,075㎏、玄海町3,287,930㎏）
令和３年度21,498,350㎏（唐津市18,145,059㎏、玄海町3,353,291㎏）

年別処理状況
令和元年度21,224,860㎏（唐津市18,408,560㎏、玄海町2,816,300㎏）
令和２年度21,968,005㎏（唐津市18,680,075㎏、玄海町3,287,930㎏）
令和３年度21,498,350㎏（唐津市18,145,059㎏、玄海町3,353,291㎏）
令和４年度20,563,850㎏（唐津市18,462,590㎏、玄海町2,101,260㎏）

年別処理状況
令和元年度21,224,860㎏（唐津市18,408,560㎏、玄海町2,816,300㎏）
令和２年度21,968,005㎏（唐津市18,680,075㎏、玄海町3,287,930㎏）
（対前年度比103.5％）
令和３年度21,498,350㎏（唐津市18,145,059㎏、玄海町3,353,291㎏）
（対前年度比097.8％）
令和４年度20,366,800㎏（唐津市17,511,670㎏、玄海町2,855,130㎏）
（対前年度比094.7％）
令和５年度20,328,380㎏（唐津市17,815,300㎏、玄海町2,513,080㎏）
（対前年度比099.8％）

年別処理状況
令和元年度21,224,860㎏（唐津市18,408,560㎏、玄海町2,816,300㎏）
令和２年度21,968,005㎏（唐津市18,680,075㎏、玄海町3,287,930㎏）
（対前年度比103.5％）
令和３年度21,498,350㎏（唐津市18,145,059㎏、玄海町3,353,291㎏）
（対前年度比097.8％）
令和４年度20,366,800㎏（唐津市17,511,670㎏、玄海町2,855,130㎏）
（対前年度比094.7％）
令和５年度20,328,380㎏（唐津市17,815,300㎏、玄海町2,513,080㎏）
（対前年度比099.8％）
令和６年度19,692,860㎏（唐津市17,366,050㎏、玄海町2,326,810㎏）
（対前年度比096.8％）

実施中 実施中

所在地：唐津市呼子町大友9017番地8
床面積：3,765.３１㎡
構造：鉄筋コンクリート造
処理能力：77kl／日
処理方式：膜分離高負荷脱窒素処理方式

所在地：唐津市呼子町大友9017番地8
床面積：3,765.３１㎡
構造：鉄筋コンクリート造
処理能力：77kl／日
処理方式：膜分離高負荷脱窒素処理方式

所在地：唐津市呼子町大友9017番地8
床面積：3,765.３１㎡
構造：鉄筋コンクリート造
処理能力：77kl／日
処理方式：膜分離高負荷脱窒素処理方式

所在地：唐津市呼子町大友9017番地8
床面積：3,765.３１㎡
構造：鉄筋コンクリート造
処理能力：77kl／日
処理方式：膜分離高負荷脱窒素処理方式

所在地：唐津市呼子町大友9017番地8
床面積：3,765.３１㎡
構造：鉄筋コンクリート造
処理能力：77kl／日
処理方式：膜分離高負荷脱窒素処理方式

意見

負担金については、双方協議の結果、令和４年度から、管理運営費に
ついて、投入実績割９２％、平等割８％に、建設等に要する経費は投
入実績割８０％、平等割１０％、人口割１０％にそれぞれ変更（改
定）した。

今後どれくらいの期間稼働できるかが課題であり、将来的には唐津市
内の衛生処理センター統廃合に伴う、玄海町分処理の在り方を検討し
ていく必要がある。

　唐津市内の衛生処理センター統廃合に伴う、今後のし尿処理の在り
方について協議を行う必要がある。

令和４年度から処理センターの受託金の見直しにつながった。施設の老朽化や維持コストの増大、処理センターの統廃合などの課題があり、新たな負担やし尿処理の在り方など検討が必要である。

資料② 各年度協議状況一覧

特になし なし 特になし

特になし

唐津市内の衛生処理センター統廃合に伴う、玄海町分し尿処理の在り
方について協議を行う必要がある

実施中 実施中
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５－② 事業名

件名

区分
進捗状況

事業概要

協議事項

特記

唐津市 玄海町 唐津市 玄海町 唐津市 玄海町 唐津市 玄海町 唐津市 玄海町
・令和３年度分からの費用負担を
お願いしたい。
・負担割合をどのようにするか。
・新炉建設候補地等選出におい
て、玄海町も含めた選定を行いた
い。

委託金の計算方法は、他市町の状
況等を鑑み協議する必要がある。

令和３年度分からの費用負担をお
願いしたい。
・負担割合をどのようにするか。
・新炉建設候補地等選出におい
て、玄海町も含めた選定を検討し
たい。

特になし ・令和３年度から業務に着手して
いるため、当該年度分からの費用
負担をお願いしたい。
・施設建設にかかる費用の負担に
ついて、割合を確定した際は、令
和３年度分からの遡及適用を検討
したい。

負担割合について、いつから、ど
れくらいの割合にするのか今後も
協議していきたい。

・令和３年度から業務に着手して
いるため、当該年度分からの遡及
適用をお願いしたい。
・負担割合については、地元交渉
などに対する職員の負担を鑑みた
割合をお願いしたい。

・新ごみ処理施設については引き
続き使用させていただくことが見
込まれるため、然るべき費用につ
いては適切な範囲で負担したいと
考えている。

・令和３年度から業務に着手して
いるため、当該年度分からの遡及
適用をお願いしたい。
・負担割合については、地元交渉
などに対する職員の負担を鑑みた
割合をお願いしたい。

・新ごみ処理施設については引き
続き使用させていただくことが見
込まれるため、然るべき費用につ
いては第３者視点から判断しても
理解を得られる範囲で負担したい
と考えている。
・今後のスケジュールについて適
宜共有をお願いしたい。

課題・懸案

協議すべき事項

協議会意見

総括

R7

将来にわたり安全安心で持続可能なごみ処理を行うため「新ごみ処理
施設」の供用開始に向け整備を進める必要があるもの

将来にわたり安全安心で持続可能なごみ処理を行うため「新ごみ処理
施設」の供用開始に向け整備を進める必要があるもの。

令和５年３月に処理能力や立地条件、事業スケジュールなどを定めた
新ごみ処理施設整備基本構想を策定。（令和１９年４月の稼働開始を
目標）
令和５年度中に候補地の選定を行う予定。

令和５年３月に処理能力や立地条件、事業スケジュールなどを定めた
新ごみ処理施設整備基本構想を策定。（令和１８年４月の稼働開始を
目標変更）
令和６年度においては地元同意後、施設整備基本計画の策定等に着手
する予定。

令和５年３月に処理能力や立地条件、事業スケジュールなどを定めた
新ごみ処理施設整備基本構想を策定し、令和５年度に各種調査により
候補地の選定を行った。
令和６年１１月には地元から建設予定地への承諾を得られたことか
ら、施設整備基本計画の策定など具体的な業務に着手した。（令和１
８年４月の稼働開始予定）

新規提案 共同事業 共同事業 共同事業 共同事業

新ごみ処理施設建設について 新ごみ処理施設建設について 新ごみ処理施設建設 新ごみ処理施設建設について 新ごみ処理施設建設について

新ごみ処理施設建設について

R3 R4 R5 R6

・早ければ令和5年度から循環型社会形成推進地域計画の策定に着手す
る予定であるため、委託業務に要する費用の２分の１をお願いした
い。

・早ければ令和5年度から循環型社会形成推進地域計画の策定に着手す
る予定であるため、委託業務に要する費用の２分の１をお願いした
い。

令和６年度は循環型社会形成推進地域計画（第２期）の終期であり、
同年度に第３期の策定に着手するとともに、施設整備の基本計画
（２ヶ年）を策定する予定となっている。このため、委託業務に要す
る費用の２分の１を、また、建設候補地決定にあたり、地元交渉や用
地取得など職員の負担増加に伴った負担割合をお願いしたい。

新ごみ処理施設建設については、事業の計画段階（企画・立案）を始
め、建設候補地決定後の地元交渉、周辺地区への地元説明会及び用地
取得などに係る職員の負担が大きくなっている。現在の規約は、「委
託事務の管理及び執行に関する経費」による委託料算定率しかないこ
とから、職員の負担も鑑みた「ごみ処理施設の設置に関する経費」の
委託料算定率を新たに協議・決定する必要がある。

新ごみ処理施設建設については、事業の計画段階（企画・立案）を始
め、建設候補地決定後の地元交渉、周辺地区への地元説明会及び用地
取得などに係る職員の負担が大きくなっている。現在の規約は、「委
託事務の管理及び執行に関する経費」による委託料算定率しかないこ
とから、職員の負担も鑑みた「ごみ処理施設の設置に関する経費」の
委託料算定率を新たに協議・決定する必要がある。

検討中 検討中

将来にわたり安全安心で持続可能なごみ処理を行うため「新ごみ処理
施設」の供用開始に向け整備を進めるもの。

将来にわたり安全安心で持続可能なごみ処理を行うため「新ごみ処理
施設」の供用開始に向け整備を進めるもの。

将来にわたり安全安心で持続可能なごみ処理を行うため「新ごみ処理
施設」の供用開始に向け整備を進めるもの。

将来にわたり安全安心で持続可能なごみ処理を行うため「新ごみ処理
施設」の供用開始に向け整備を進めるもの。

将来にわたり安全安心で持続可能なごみ処理を行うため「新ごみ処理
施設」の供用開始に向け整備を進めるもの。

意見

負担金については双方協議の結果、見直しを行い令和4 年度から変更
（改定）した。

・令和５年３月に処理能力や立地条件、事業スケジュールなどを定め
た新ごみ処理施設整備基本構想を策定（令和１９年４月の稼働開始を
目標）し、令和５年度中に候補地の選定を行う予定。
・建設費にかかる玄海町負担金について、具体的な取り決めがないた
め、清掃センター管理運営費に準じて算定し、次の金額としている。
Ｒ３（実績） 3,379,200円 ⇒ R4.12月精算済
Ｒ４（実績）22,759,836円 ⇒ R5.12月精算予定
Ｒ５（予算）24,148,000円 ⇒ R6.12月精算予定
・新ごみ処理施設建設に係る負担金の割合（人件費・事業費）を新た
に協議する必要があり、建設のために用地を取得する場合は、令和６
年度までに負担金の割合を確定できるよう協議を行う予定。

・令和３年度は新ごみ処理施設に関する勉強会等を開催し、令和４年
度には新ごみ処理施設整備基本構想を策定、令和５年度には各種調査
により候補地選定を行った。
・令和６年度においては地元同意後、施設整備基本計画の策定等に着
手する予定。
　（業務を一括発注することにより、稼働開始が当初の予定よりも１
年程度前倒しできる見込みとなったことから、令和１８年４月に目標
変更を行った。）
・建設費にかかる玄海町負担金については、具体的な取り決めがない
ため、清掃センター管理運営費（委託事務の管理及び執行に要する経
費）に準じて算定し、令和３年度から負担金を請求・受領している。
【建設にかかる事業費】（人件費を除く）
Ｒ３（実績） 3,379,200円 ⇒ R4.12月精算済
Ｒ４（実績）22,759,836円 ⇒ R5.12月精算済
Ｒ５（実績）26,219,050円 ⇒ R6.12月精算予定
Ｒ６（予算）11,783,000円 ⇒ R7.12月精算予定
・「ごみ処理施設の設置に関する経費」の負担金の割合については、
分科会において職員の負担を鑑みた負担割合（案）を提示しており、
今後、協議を行っていきたい。

令和４年度から事務委託の負担金見直しを行っておりまして、現在は維持管理費である清掃センター運営受託事業と併せた負担金の算定となっている。
施設建設に当たっては関連事務のほか立地地区や周辺地区との交渉や協議など、担当職員の負担が大きいため、職員の負担も鑑みた建設費に係る独自の負担金の具体的な取り決めを行う必要がある。

資料② 各年度協議状況一覧

特になし なし なし

なし

唐津市長：１０年くらいは利用可能だが、新しい廃棄物処理施設を建
設する時期になっている。新ゴミ処理施設の建設を行う際には玄海町
と相談させてもらう機会がある。

玄海町長：ゴミ焼却処理施設は、場所的にも玄海町で作るような状況
ではない。新しい焼却処理施設に関しは、私達もできるだけ協力する
唐津市長：新炉建設に際し、現状で報告できるものは状況が変わり次
第、玄海町に情報提供しながら、負担金の問題なども検討させていた
だければ

唐津市長：現在運営している清掃センターが施設維持などで工事が発
生する。一定の負担をお願いしたい
玄海町長：相応の負担はしなければと考えている。

・令和３年度は新ごみ処理施設に関する勉強会等を開催し、令和４年
度は新ごみ処理施設整備基本構想を策定、平成５年度は各種調査によ
り建設候補地の選定、令和６年度には地元承諾を得られたことから、
建設予定地として決定した。
・令和６年度から新ごみ処理施設整備基本計画の策定等に着手した。
（令和１８年４月稼働開始予定）
・建設費にかかる玄海町負担金については、具体的な取り決めがない
ため、清掃センター管理運営費（委託事務の管理及び執行に要する経
費）に準じて算定し、令和３年度から負担金を請求・受領している。
【建設にかかる事業費】（人件費を除く）
R3（実績） 3,379,200 円 ⇒ R4.12 月精算済
R4（実績）22,759,836 円 ⇒ R5.12 月精算済
R5（実績）26,219,050 円 ⇒ R6.12 月精算済
R6（実績）7,315,240 円 ⇒ R7.12 月精算予定
R7（予算）43,922,000 円 ⇒ R8.12 月精算予定
・「ごみ処理施設の設置に関する経費」の負担金の割合については、
分科会において職員の負担を鑑みた負担割合（案）を提示しており、
維持管理費の負担割合の見直しが、令和9 年3 月に議会上程される予
定となっていることから、建設に要する経費についても、令和8 年11
月頃までに決める必要がある。

速やかに協議開始 検討中 検討中
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５－③ 事業名

件名

区分
進捗状況

事業概要

協議事項

特記

唐津市 玄海町 唐津市 玄海町 唐津市 玄海町 唐津市 玄海町 唐津市 玄海町
受託金の計算方法は現在平等割5％
投入割95%となっているが、合併後
１５年を経過していることなどか
ら、自治体としては１対１の関係
自治体として取り扱うこととした
いため、平等割を20%にできないか
の協議が必要
部長、副部長の人件費の算入につ
いて協議が必要

委託金の計算方法は、他市町の状
況等を鑑み協議する必要がある。

受託料の算定に含む人件費につい
て、R３年度協議により、各課職員
の平均額１名分として決定された
が、清掃センター職員に関して
は、職員４名全員が当事業の業務
に従事しており、各課１名分の算
定では実態にそぐわない現状と
なっているため、４名全員分の人
件費を含める方向で、さらなる協
議を要望したい。

特になし 受託料の算定に含む人件費につい
て、令和３年度協議により、各課
職員の平均額１名分として決定さ
れたが、清掃センター職員に関し
ては、職員４名全員が当事業の業
務に従事しており、各課１名分の
算定では実態にそぐわない現状と
なっているため、４名全員分の人
件費を含める方向で、さらなる協
議を要望したい。

人件費が実態にそぐわない状況は
承知した。財政部門にも共有し、
さらなる協議を行いたい。
負担金にかかる維持管理の契約に
ついて、予算額と委託料の差額が
少なくするよう努めてほしい。
令和４年度から実施されている搬
入道路舗装改修工事では、周辺住
民への配慮をお願いしたい。

受託料の算定に含む人件費につい
て、令和３年度協議により、各課
職員の平均額１名分として決定さ
れたが、清掃センター職員に関し
ては、職員４名全員が当事業の業
務に従事しており、各課１名分の
算定では実態にそぐわない現状と
なっているため、４名全員分の人
件費を含める方向で、さらなる協
議を要望したい。

人件費については引き続き関係各
課に共有しつつ、さらなる協議を
重ねていきたい。

施設運営状況について、情報共有
を図っていく。

特になし

課題・懸案

協議すべき事項

協議会意見

総括
令和４年度から事務委託の負担金見直しを行った。
施設の老朽化や維持コストの増大や、それに伴う管理運営に係る事務負担の増大などの課題があるため現状にあった算定にする必要がある。

R7

唐津市・玄海町で発生する一般廃棄物の処理施設の設置及び管理運営
に関する事務を共同で行うことにより、経済的かつ効率的に実施する
もの。

唐津市、玄海町間で締結している救急医療対策に関する協定書に基づ
き、救急医療対策に係る6事業に関して唐津市が一体的に業務を行い、
人口比に応じて玄海町から負担金を徴収しているもの。

施設は令和１８年度までの使用予定であり、それまで維持するための
修繕及び重要設備の更新が必要となるため、令和６年度以降は一定の
設備修繕更新に必要な工事費用が発生する見込み。

受託料算定における人件費について、現況にあった人数での算定とな
るよう関係各課と協議を行う必要がある。

受託料算定における人件費について、現況にあった人数での算定とな
るよう関係各課と協議を行う必要がある。

事務委託 事務委託 事務委託 事務委託 事務委託

清掃センター運営受託事業 清掃センター運営受託事業について 清掃センター運営受託事業 清掃センター運営受託事業 清掃センター運営受託事業

清掃センター運営受託事業

R3 R4 R5 R6

資料② 各年度協議状況一覧

当センターにおいて、受託料の算定に含む人件費を現況にあった人数
で算定し、負担額の調整について、財政課に協議を依頼している。
　新清掃センターが完成するまでの間、現施設を維持するため、令和
６年度から令和１１年度まで重点的に施設（設備）を更新するよう計
画しているが、物価高騰や人件費の上昇に伴い、工事請負費が計画よ
り増額となる見込である。

実施中 実施中 実施中 実施中

　唐津市・玄海町で発生する一般廃棄物の処理施設の設置及び管理運
営に関する事務を共同で行うことにより、経済的かつ効率的に実施す
るもの。

　唐津市・玄海町で発生する一般廃棄物の処理施設の設置及び管理運
営に関する事務を共同で行うことにより、経済的かつ効率的に実施す
るもの。

唐津市・玄海町で発生する一般廃棄物の処理施設の設置及び管理運営
に関する事務を共同で行うことにより、経済的かつ効率的に実施する
もの。

唐津市・玄海町で発生する一般廃棄物の処理施設の設置及び管理運営
に関する事務を共同で行うことにより、経済的かつ効率的に実施する
もの。

唐津市・玄海町で発生する一般廃棄物の処理施設の設置及び管理運営
に関する事務を共同で行うことにより、経済的かつ効率的に実施する
もの。

＜今後、一時的に増額となる事業見込み＞
・最終処分場適正化費用・廃止に向けた検査費用及び人件費増
・老朽化したごみ処理施設の延命化に係る経費
・搬入道路舗装改修工事

＜今後、一時的に増額となる事業見込み＞
・最終処分場適正化費用
・老朽化したごみ処理施設の延命化に係る経費
・搬入道路舗装改修工事

＜今後、一時的に増額となる事業見込み＞
・搬入道路舗装改修工事
・老朽化したごみ処理施設の設備修繕更新工事に係る経費（令和６年
度以降）

＜今後、一時的に増額となる事業見込み＞
・搬入道路舗装改修工事
・老朽化したごみ処理施設の設備修繕更新工事に係る経費（令和６年
度以降）

＜今後、一時的に増額となる事業見込み＞
・搬入道路舗装改修工事（令和８年度まで）
・老朽化したごみ処理施設の設備修繕更新工事に係る経費（令和６年
度以降）

意見

負担金については双方協議の結果、見直しを行い令和4 年度から変更
（改定）した。

・施設の維持管理に関する契約について、令和５年度から設計にかか
る積算の更なる精査を行うことで、大きな金額の変更が生じないよう
努めている。
・最終処分場の埋立地のキャッピング工事（浸水対策（適正化対策）
として舗装で覆う）を行うため、新たな焼却灰等の置き場として、令
和５年７月にストックヤードの建設を完了。キャッピング工事は令和
５年度中に完了予定。
・施設は令和１８年度までの使用予定であり、それまで維持するため
の修繕及び重要設備の更新が必要となるため、令和６年度以降は一定
の設備修繕更新に必要な工事費用が発生する見込み。

受託料算定における人件費について、現況にあった人数での算定とな
るよう、関係各課とさらなる協議を行う必要がある。

特になし なし 特になし

特になし
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５－④ 事業名

件名

区分
進捗状況

事業概要

協議事項

特記

唐津市 玄海町 唐津市 玄海町 唐津市 玄海町 唐津市 玄海町 唐津市 玄海町
受託金の計算方法は平等割８％、
人口割４２％、利用率５０％と
なっているが、施設の維持管理費
も年々上昇しているため、平等割
５０％、利用率５０％にで
きないか協議が必要。

特になし 令和４年度から受託金の算定率に
ついて、平等割８％、人口割４
２％、利用率５０％としている

令和４年度からの負担割合変更に
より公平性が増したと捉えている
ので、今後も様子をみていきた
い。
町民も利用する施設なので、修繕
等生じた際は適宜情報の共有、負
担金の協議を行いたい。

当分の間は、現状の運転管理を継
続することとし、施設の老朽化や
LED化など施設の維持補修費は増大
傾向にあると考えており、大規模
改修などとなる場合は、その都度
情報を共有していきたい。
　また、火葬炉の大規模改修と
なった場合には、統廃合について
玄海町とも協議を進めていきた
い。

施設の老朽化やLED化などに伴う費
用増大についても、昨今の状況を
鑑みると避けて通れない課題だと
認識しております。
 　統廃合に係る今後について、協
力関係を深めながら進めていけれ
ばと思います。

当分の間は、現状の運転管理を継
続することとし、施設の老朽化や
LED 化など施設の維持補修費は増
大傾向にあると考えており、経費
負担について財政同士の協議には
なるが増大をお願いしたい。
また、火葬炉の大規模改修となっ
た場合には、統廃合について玄海
町とも協議を進めていきたい。

施設の老朽化やLED 化などに伴う
維持修繕費用増大については、昨
今の状況を鑑みると避けて通れな
い課題であり、町民サービスの低
下を招かないよう協議していきた
い。
統廃合について、計画案等生じた
際は適宜共有をお願いしたい。

課題・懸案

協議すべき事項

協議会意見

総括

R7

主に肥前地区、玄海町地区の葬儀、火葬場。構造：鉄筋コンクリー
ト、火葬炉：３基

主に肥前地区、玄海町地区の葬儀、火葬場。構造：鉄筋コンクリー
ト、火葬炉：３基

令和４年度から新算定率により委託料を算定、当面の懸案事項はな
い。

火葬炉大規模改修となった場合には、火葬炉の統廃合の検討と今後の
火葬の在り方について協議を行う必要がある。

火葬炉大規模改修となった場合には、火葬炉の統廃合の検討と今後の
火葬の在り方について協議を行う必要がある。

事務委託 事務委託 事務委託 事務委託 事務委託

肥前斎場運営受託事業 肥前斎場運営受託事業について 肥前斎場運営受託事業 肥前斎場運営受託事業について 肥前斎場運営受託事業について

肥前斎場運営受託事業について

R3 R4 R5 R6

年別利用状況（火葬、焼却）
平成３０年 ２３８件（唐津市１１９件、玄海町７７件）
令和元年    ２６３件（唐津市１２２件、玄海町９９件）
令和２年    ２２２件（唐津市111件、玄海町７３件）
令和3年     ２４１件（唐津市1４６件、玄海町９５件）

年別利用状況　（火葬及び焼却件数　※全体件数には唐津市、玄海町
以外も含む）
平成３０年 ２３８件（唐津市１１９件、玄海町７７件）
令和元年    ２６３件（唐津市１２２件、玄海町９９件）
令和２年    ２２２件（唐津市１１１件、玄海町７３件）
令和3年     ２７６件（唐津市1４６件、玄海町９５件）
令和４年    ２３３件（唐津市1５０件、玄海町８３件）

年別利用状況　（火葬及び焼却件数　※全体件数には唐津市、玄海町
以外も含む）
平成３０年 ２３８件（唐津市１１９件、玄海町７７件）
令和元年    ２６３件（唐津市１２２件、玄海町９９件）　（対前年
度比110.5％）
令和２年    ２２２件（唐津市１１１件、玄海町７３件）　（対前年
度比084.4％）
令和３年    ２７６件（唐津市１４６件、玄海町９５件）　（対前年
度比124.3％）
令和４年    ２６２件（唐津市１１１件、玄海町１１２件）（対前年
度比094.9％）
令和５年　２２０件（唐津市１１３件、玄海町７８件）　（対前年度
比08４.０％）

年別利用状況　（火葬及び焼却件数　※全体件数には唐津市、玄海町
以外も含む）
平成３０年 ２３８件（唐津市１１９件、玄海町７７件）
令和元年    ２６３件（唐津市１２２件、玄海町９９件）　（対前年
度比110.5％）
令和２年    ２２２件（唐津市１１１件、玄海町７３件）　（対前年
度比084.4％）
令和３年    ２７６件（唐津市１４６件、玄海町９５件）　（対前年
度比124.3％）
令和４年    ２６２件（唐津市１１１件、玄海町１１２件）（対前年
度比094.9％）
令和５年　２２３件（唐津市１１３件、玄海町８２件）　（対前年度
比085.1％）
令和６年　２６８件（唐津市１２９件、玄海町１００件）（対前年度
比120.1％）

実施中 実施中

所在地：唐津市肥前町新木場丙1409番地４５
延床面積：794.42㎡
構造：鉄筋コンクリート
火葬炉：３基

所在地：唐津市肥前町新木場丙1409番地４５
延床面積：794.42㎡
構造：鉄筋コンクリート
火葬炉：３基

所在地：唐津市肥前町新木場丙1409番地４５
延床面積：794.42㎡
構造：鉄筋コンクリート
火葬炉：３基

所在地：唐津市肥前町新木場丙1409番地４５
延床面積：794.42㎡
構造：鉄筋コンクリート
火葬炉：３基

意見

負担金については双方協議の結果、見直しを行い令和4 年度から変更
（改定）した。

今後の炉の状況及び唐津市内の火葬場統廃合に伴う、玄海町分火葬の
在り方。

火葬炉の大規模改修となった場合には、火葬場統廃合を検討すること
になるが、今後の火葬の在り方について協議を行う必要がある。

●肥前斎場使用料　　唐津市・玄海町ともに１万円
●大平山斎場使用料　唐津市１万円・玄海町８万円

○R5　玄海町斎場利用数　肥前斎場71名　大平山斎場4名

令和４年度から事務委託の負担金見直しを行った。
施設の老朽化や維持コストの増大、統廃合の可能性などの課題があり、今後も継続的な協議が必要である。

資料② 各年度協議状況一覧

特になし なし 特になし

特になし

唐津市長：肥前斎場は長寿命化の計画がるため、しばらくは現状体制
でいける。
炉の寿命があるため、統廃合とするのかなどの課題がある。情報共有
しながら、今後の対応をさせていただきたい。

玄海町長：炉の改修に関しては、玄海町が幾らかでも負担しながらで
も利用期間を伸ばせるようなことができるのであればしていただきた
い

火葬炉の大規模改修となった場合には、火葬場統廃合を検討すること
になるが、玄海町分の火葬の在り方について協議を行う必要がある。

実施中 実施中
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５－⑤ 事業名

件名

区分
進捗状況

事業概要

協議事項

特記

唐津市 玄海町 唐津市 玄海町 唐津市 玄海町 唐津市 玄海町 唐津市 玄海町
・隣接自治体にもかかわらず、警
報発表区分で示された避難情報発
令となっていない。唐津市は内閣
府の指針に沿った発令をしていな
い。
・災害情報の共有については統一
システムがない。

隣接している上場地域等は雨量、気象条件がほぼ同じであり、災害発生状況の類似性などの観点から避難発令等を共有したい・隣接自治体にもかかわらず、警
報発表区分で示された避難情報発
令となっていない。唐津市は内閣
府の指針に沿った発令をしていな
い。
・災害情報の共有については統一
システムがない。

・避難情報発令は、地域防災計画
に基づき、発令しており、唐津市
とはそのときの状況の違いによ
り、避難情報発令が相違すること
もあると考えている。

・これまでの協議により、自治体
それぞれの判断で避難情報等を発
令していることを共通で認識。
・災害対応時に発令する避難情報
等は事前の共有や調整を行うもの
ではない。（各自治体が判断）

・避難情報発令は、地域防災計画
に基づき、発令しており、唐津市
とはそのときの状況の違いによ
り、避難情報発令が異なることも
あると考えている。

（情報共有）
　令和６年度予算の説明
・「総合防災情報システム」の導
入
（そのほか）
・出水期の情報共有を行う。

情報共有）
　令和６年度予算の説明
・「防災マップ」の作成を予定
・津波避難ビルの看板を設置（３
か所）
（そのほか）
・避難所での資機材等の充実が求
められている。

（情報共有）
令和７年度予算の説明
(1) 地域防災緊急整備事業費
(2) 防災行政無線の60MHz から
280MHz への転換工事

（情報共有）
令和７年度予算の説明
(1) 防災行政無線の60MHz から
280MHz への転換工事（今後の展
望）

課題・懸案

協議すべき事項

協議会意見

総括

R7

唐津市と玄海町が避難指示等発令基準の共有等、また災害情報の共有
を行うことにより地域に暮らす住民の方に対し、より安心感を与える
ことになる

唐津市と玄海町が避難指示等発令基準の共有等、また災害情報の共有
を行うことにより地域に暮らす住民の方に対し、より安心感を与える
ことになる。

佐賀県原子力防災訓練内で玄海地域の緊急避難対応における「健康リ
スクが高まる者（３０人）」の避難訓練を合同で実施。訓練での課題
等を共有し、住民が避難行動を円滑に実施するために協議を行い、広
域避難の実効性の向上を図る。

避難指示等発令基準の共有等及び災害情報の共有 避難指示等発令基準の共有等及び災害情報の共有

新規提案 共同事業 共同事業 共同事業 共同事業

防災等における情報共有について 防災等における情報共有について 防災等における情報共有 防災等における情報共有について 防災等における情報共有について

防災等における情報共有について

R3 R4 R5 R6

・内閣府の指針では、警戒レベル３で高齢者等避難開始となっている
が、隣接している唐津市と玄海町で発令基準が違う。住民が混乱する
ので、統一する必要があるが、佐賀地方気象台の警報の発令基準が不
明である。
・住民生活に直結する道路情報などの災害情報を共有する必要があ
る。

・内閣府の指針では、警戒レベル３で高齢者等避難開始となっている
が、隣接している唐津市と玄海町で発令基準が違う。住民が混乱する
ので、統一する必要があるが、佐賀地方気象台の警報の発令基準が不
明である。
・住民生活に直結する道路情報などの災害情報を共有する必要があ
る。

・内閣府の指針では、警戒レベル３で高齢者等避難開始となっている
が、隣接している唐津市と玄海町で発令基準が違う。住民が混乱する
ので、統一する必要があるが、佐賀地方気象台の警報の発令基準が不
明である。
・住民生活に直結する道路情報などの災害情報を共有する必要があ
る。

実施中 実施中

・避難指示等発令基準の共有等
・災害情報の共有

・避難指示等発令基準の共有等
・災害情報の共有

・避難指示等発令基準の共有等
・災害情報の共有

・避難指示等発令基準の共有等
・災害情報の共有

・避難指示等発令基準の共有等
・災害情報の共有

意見

・土砂災害警戒情報の発令や台風接近時における避難情報及び避難場
所開設にかかる情報について共有を行った。（土砂災害警戒情報発
令：3 回、台風接近：2 回）
・今後、県において、防災ＧＩＳシステムの運用が予定されており、
システムの使用または連携の検討を行う。また、土砂災害警戒情報の
発令基準も見直しが予定されているため、双方で避難情報等の発令に
差異があることから、住民の不安解消のためにも避難情報等の共有を
継続していく必要がある。

・避難情報の発令は自治体が判断して行われることから、隣接地域
（肥前町、鎮西町など）は、エリアごとに配信される緊急速報メール
を異なるタイミングでそれぞれの自治体から受信することがある。
・令和４年度から佐賀県が新たに防災ＧＩＳシステムを構築し、県内
市町で運用を開始されたことから、当該システムにより被災状況等の
情報を共有できるよう活用を検討してきたい。

・総合防災情報の共有
避難指示等は各自治体で発令するため共同で実施するべきことはない
が、市町堺で発生する災害時において自衛隊の要請等を行う場合等に
情報共有できる連絡体制の構築は必要であると考えている。

自治体間連携による円滑な情報共有に繋がっており、協議を継続し引き続き担当者間で情報交換を行うとともに、防災講話等を通じた市民への啓発活動を実施する。
１　警報発令時の情報共有
・避難情報発令のタイミングは両市町における天候等の状況で相違することを確認した。
・両市町の緊急速報メールを受信する住民もいるため、警報の発令や両市町での人的被害（行方不明者捜索等）が発生した場合の情報共有などの連絡体制を構築していくことを確認した。
２　そのほか
　両市町で実施する防災対策（防災マップ作成など）について情報共有することを確認した。

資料② 各年度協議状況一覧

特になし なし 特になし

特になし

玄海町長：最近異常気象で避難指示もたくさん発令しているため、連
携していければ。
唐津市：唐津市は九大の協力でG空間システム、タブレットで現場写真
がすぐ撮れたり共有できるような体制になっている。玄海町もシステ
ムを共有できれば、災害が起こった際、スピード感をもってお互い共
有できる。一体的に進めなければ効果が期待できない連携して取り組
みたい。

唐津市長：県道などが災害にあったときの状況を共有させていただけ
るとありがたい

・今後も情報共有を引き続き行う。

速やかに協議開始 実施中 実施中
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５－⑥ 事業名

件名

区分
進捗状況

事業概要

協議事項

特記

唐津市 玄海町 唐津市 玄海町 唐津市 玄海町 唐津市 玄海町 唐津市 玄海町
原子力災害及び放射線の正しい理
解・知識を市民に啓発する必要が
ある。

・広域避難の実効性向上や避難道
路整備については、2市町で共同で
きるのではないか。

・広域避難の実効性向上を図るた
め、共通避難先の小城市に合同で
訪問し広域避難先の課題等の情報
共有を行う。また、佐賀県等に要
望等を実施する場合には合同で行
うことができないか。

・原子力災害の共通避難先である
小城市との協議については、必要
に応じて、唐津市・玄海町、合同
で行った方がよいと考えている。

・内閣府が作成した「玄海地域の
緊急時対応」において、「健康リ
スクが高まる者」の避難先が『ひ
ぜん荘』となっていることから、
佐賀県原子力防災訓練時に合同の
避難訓練を実施し、検証を行いた
い。

・唐津市肥前町の『ひぜん荘』
は、原子力防災における玄海町の
「健康リスクが高まる者」の避難
先であるため原子力防災訓練で合
同訓練を行い、検証を行いたい。
・原子力防災講演会の合同開催を
検討したい。

（情報共有）
　令和６年度予算の説明
・「唐津市原子力防災ガイドブッ
ク」の作成
・「東日本大震災・原子力災害ふ
くしま語り部事業」の実施
（そのほか）
・唐津市原子力災害時広域避難対
策協議会の開催

（情報共有）
　令和６年度予算の説明
・「原子力防災ハンドブック」の
作成
（そのほか）
・令和５年度実施したひぜん荘へ
退避訓練を令和６年度も継続した
い。

（情報共有）
令和７年度予算の説明
(1) 原子力発電所周辺地域におけ
る防災対策の充実・強化
(2) 可搬型エアテント
(3) 原子力防災訓練(eye-bousai、
要支援者避難)

（情報共有）
令和７年度予算の説明
(1) 可搬型エアテント
(2) 防災センターの建設
(3) 原子力防災訓練（要支援者避
難）

課題・懸案

協議すべき事項

協議会意見

総括

R7

原子力災害における感染症等対策として、三密の回避など避難の方法
が変わってくる。実効性の向上を図るため、共通の課題を洗い出し、
課題解決に向けて協働で取り組む。また、避難道路整備の財源につい
て、核燃料税交付金の拡充を佐賀県に提案する。

原子力災害における感染症等対策として、三密の回避など避難の方法
が変わってくる。実効性の向上を図るため、共通の課題を洗い出し、
課題解決に向けて協働で取り組む。また、避難道路整備の財源につい
て、核燃料税交付金の拡充を佐賀県に提案する。

佐賀県原子力防災訓練内で玄海地域の緊急避難対応における「健康リ
スクが高まる者（３０人）」の避難訓練を合同で実施。訓練での課題
等を共有し、住民が避難行動を円滑に実施するために協議を行い、広
域避難の実効性の向上を図る。

広域避難先自治体との広域避難計画等の共有
令和５年度に引き続き佐賀県原子力防災訓練で「在宅避難行動要支援
者避難訓練」を共同で実施する。

広域避難先自治体との広域避難計画等の共有
令和５年度に引き続き佐賀県原子力防災訓練で「在宅避難行動要支援
者避難訓練」を共同で実施する。

新規提案 共同事業 共同事業 共同事業 共同事業

広域避難の実効性の向上及び避難道路の整備促進 広域避難の実効性の向上及び避難道路の整備促進について 広域避難の実効性の向上及び避難道路の整備促進 広域避難の実効性の向上及び避難道路の整備促進 広域避難の実効性の向上及び避難道路の整備促進

広域避難の実効性の向上及び避難道路の整備促進

R3 R4 R5 R6

・避難計画の実効性向上について、唐津市は、ＰＡＺ内の避難計画の
職員行動マニュアルを作成中。
・避難道路については、小城市が両市町の広域避難先となっており、
佐賀唐津間道路の早期整備が望まれる。

・避難計画の実効性向上について、唐津市は、ＰＡＺ内の避難計画の
職員行動マニュアルを作成中。
・避難道路については、小城市が両市町の広域避難先となっており、
佐賀唐津間道路の早期整備が望まれる。

・避難計画の実効性向上について、唐津市は、ＰＡＺ内の避難計画の
職員行動マニュアルを作成中。
・避難道路については、小城市が両市町の広域避難先となっており、
佐賀唐津間道路の早期整備が望まれる。

実施中 実施中

・感染症等の流行下においては、三密の回避など避難の方法が変わっ
てくる。実効性の向上を図るため、共通の課題を洗い出し、課題解決
に向けて協働で取り組む。
・避難道路整備の財源について、核燃料税税交付金の拡充を佐賀県に
提案する。

・感染症等の流行下においては、三密の回避など避難の方法が変わっ
てくる。実効性の向上を図るため、共通の課題を洗い出し、課題解決
に向けて協働で取り組む。
・避難道路整備の財源について、核燃料税税交付金の拡充を佐賀県に
提案する。

・感染症等の流行下においては、三密の回避など避難の方法が変わっ
てくる。実効性の向上を図るため、共通の課題を洗い出し、課題解決
に向けて協働で取り組む。
・避難道路整備の財源について、核燃料税税交付金の拡充を佐賀県に
提案する。

・玄海町と唐津市が策定する広域避難計画の県及び広域避難先自治体
との共有
・要配慮者が避難する福祉施設（屋内退避施設）の維持

・玄海町と唐津市が策定する広域避難計画の県及び広域避難先自治体
との共有
・要配慮者が避難する福祉施設（屋内退避施設）の維持

意見

・令和4 年8 月18 日に合同で小城市を訪問。小城市としては、地震災
害と原子力災害の複合災害発生時、広域避難の受入自治体として避難
施設を2 市町に開放する計画であるが、地震被害等が甚大であった場
合、地元住民の避難を最優先させるため、現在指定している避難施設
を原子力災害時の広域避難所として利用できるかは、実際に災害等が
発生した状況でないとわからないとの意見を受けた。
（唐津市：小出課長、小宮係長、香月副主査 玄海町：日高課長）
・避難道路の整備について
・今後も広域避難の問題点を洗い出していく

・佐賀県原子力防災訓練内で玄海地域の緊急避難対応における「健康
リスクが高まる者（３０人）」が唐津市肥前町の「ひぜん荘」に一時
避難する在宅避難行動要支援者訓練を実施し、連絡手順や避難手段の
確保などを確認することができた。今後、訓練での課題等を共有し、
住民が避難行動を円滑に実施するために協議を行い、広域避難の実効
性の向上を図りたい。
・講演会開催は、玄海町民の反応が不透明であるため、今年度の実施
にこだわらず内容も十分に協議のうえ慎重に進めていきたい。

・玄海町と唐津市が策定する広域避難計画の県及び広域避難先自治体
との共有
・要配慮者が避難する福祉施設（屋内退避施設）の維持

県及び広域避難先自治体との体制構築をもとに、毎年度、定期性を持った情報共有につながった。
また、原子力防災訓練等において在宅避難行動要支援者の避難を合同訓練として継続して実施し、経験の積み重ねをもって「実効性の向上」に取り組んでいる。

１　広域避難の実効性
 「玄海地域の緊急時対応」に基づき玄海町における“健康リスクが高まる者”への対応とし、唐津市ひぜん荘（放射線防護対策施設）への避難について確認するとともに、継続して訓練等を実施し住民避難の実効性と体制構築を確認していくものとした。
 （課題）原子力災害及び放射線の正しい理解・知識を住民に啓発する必要があるとの両市町の共通認識があり、原子力防災講演会等の開催について補助事業の活用を含め検討、研究していくことを確認した。
 (1) 情報共有について
　 ア　市が開催する唐津市原子力災害時広域避難対策協議会での意見や両市町での広域避難に関する課題などの情報を共有することを確認した。
　イ　防災マップ、ガイドブックの更新や資機材の備蓄状況などの情報を共有することを確認した。
２　避難経路となる道路の整備促進
 (1) 知事要望等の実施
   両市町、それぞれで知事要望等を実施することを確認した。
 (2) 避難経路となる道路の整備状況
 ・県道肥前呼子線（梨川内工区）の着工（令和１３年度までに完了予定）
 ・県道唐津北波多線（唐津工区）の着工
 ・県道唐津呼子線（未着手）

資料② 各年度協議状況一覧

特になし なし 特になし

特になし

唐津市長：広域避難は、お互い同じ立場のため、連携していきたい。 玄海町長：世界の紛争を契機に、避難をするというような状況が無い
ための対応は、新規制基準に則ってされており安全性は高まってきて
る
峰市長と国交省にお願いしますが、佐賀唐津間の203号は避難道として
必要な道路。歩道も含めた高規格道路について国県整備局に働きかけ
たい。
唐津市長：年に1度の原子力防災訓練により実効性が高まってきてい
る。道路の脆弱性については連携して関係機関に働きかけていきた
い。

・備蓄品の保管場所等の情報共有を行うこと。

速やかに協議開始 実施中 実施中
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５－⑦ 事業名

件名

区分
進捗状況

事業概要

協議事項

特記

唐津市 玄海町 唐津市 玄海町 唐津市 玄海町 唐津市 玄海町 唐津市 玄海町
佐賀県唐津市沖への洋上風力発電
事業の佐賀県と連携した誘致の取
組についての情報を提供。

佐賀県唐津市沖への洋上風力発電
事業の佐賀県と連携した誘致の取
組についての情報提供を受けた。

玄海町に佐賀県と連携した佐賀県
唐津市沖への洋上風力発電事業誘
致の取組みに関する説明会の実施
等についての情報提供をした。
（県と共催）
令和５年８月　小川島住民説明会
を開催
（市主催）
令和４年１２月「事業者向け」勉
強会を３回開催
令和５年２月「漁業者向け」勉強
会を２回開催
令和５年３月「市民向け」セミ
ナーを１回開催

唐津市より佐賀県と連携した佐賀
県唐津市沖への洋上風力発電事業
誘致の取組みに関する説明会の実
施等についての情報提供を受け
た。

佐賀県と連携した佐賀県唐津市沖
への洋上風力発電事業誘致の取組
について説明会実施等についての
情報を提供。
（県と共催）住民説明会の開催
令和5年8月　馬渡島、高島、向島
令和5年10月　相賀地区
令和5年11月　湊地区、屋形石地
区、小川島
令和6年3月　呼子地区、鎮西地区
（市主催）セミナーの開催
令和6年2月 市内「市民向け」及び
「事業者向け」

佐賀県と連携した佐賀県唐津市沖
への洋上風力発電事業誘致の取組
について説明会実施等についての
情報提供を受ける。

佐賀県と連携した佐賀県唐津市沖
への洋上風力発電事業誘致の取組
について説明会実施等についての
情報を提供。
説明会開催状況
令和6年10月　事業者向け
令和6年11月　事業者向け
令和6年12月　事業者向け
令和7年01月　事業者向け
令和7年02月　市民向け
令和7年03月　事業者向け(5回)

佐賀県と連携した佐賀県唐津市沖
への洋上風力発電事業誘致の取組
について説明会実施等についての
情報提供を受ける。

課題・懸案

協議すべき事項

協議会意見

総括

共同事業
検討中

R7

2050年カーボンニュートラルを見据えた再生可能エネルギー導入推進
等の新たな展開について、市町と情報共有を行いながら模索していく

2050年カーボンニュートラルを見据えた再生可能エネルギー導入推進
等の新たな展開について、市町と情報共有を行いながら模索してい
く。

佐賀県唐津市沖への洋上風力発電事業の佐賀県と連携した誘致の取組
みについての情報を共有していく。

佐賀県唐津市沖への洋上風力発電事業の佐賀県と連携した誘致の取組
みについての情報を共有していく。

佐賀県唐津市沖への洋上風力発電事業の佐賀県と連携した誘致の取組
みについての情報を共有していく。

新規提案 共同事業 共同事業 共同事業

再生可能エネルギー導入の推進について 再生可能エネルギー導入の推進について 再生可能エネルギー導入の推進 再生可能エネルギー導入の推進について 再生可能エネルギー導入の推進について

再生可能エネルギー導入の推進について

R3 R4 R5 R6

・佐賀県唐津市沖への洋上風力発電事業の佐賀県と連携した誘致の取
組について情報共有。

・佐賀県唐津市沖への洋上風力発電事業の佐賀県と連携した誘致の取
組について情報共有。

検討中

2050年カーボンニュートラルを見据えた再生可能エネルギー導入推進
等の新たな展開について、市町と情報共有を行いながら模索してい
く。

2050年カーボンニュートラルを見据えた再生可能エネルギー導入推進
等の新たな展開について、市町と情報共有を行いながら模索してい
く。

2050年カーボンニュートラルを見据えた再生可能エネルギー導入推進
等の新たな展開について、市町と情報共有を行いながら模索してい
く。

2050年カーボンニュートラルを見据えた再生可能エネルギー導入推進
等の新たな展開について、情報共有を行いながら模索していく。

意見

引き続き佐賀県唐津市沖への洋上風力発電事業の佐賀県と連携した誘
致の取組についての情報を共有していく。

引き続き佐賀県唐津市沖への洋上風力発電事業の佐賀県と連携した誘
致の取組みについての情報を共有していく。

引き続き佐賀県唐津市沖への洋上風力発電事業の佐賀県と連携した誘
致の取組についての情報を共有していく。

引き続き佐賀県唐津市沖への洋上風力発電事業の佐賀県と連携した誘致の取組についての両市町にて情報を共有していく。

資料② 各年度協議状況一覧

特になし なし 特になし

特になし

引き続き佐賀県唐津市沖への洋上風力発電事業の佐賀県と連携した誘
致の取組についての情報を共有していく。

速やかに協議開始 検討中 検討中
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